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労災補償制度改革への提言

1990年1月労災補償制度問題研究会

労働基準法研究会(災害補償関係)(労働大臣の私的諮問機関、座長•花見忠上智大学教授) 

が「中間報告」を発表したのは88年8月5日。労働省は直ちにこの中間報告に基づく労災補償 

制度改訂作業に着手したが、そこから予想される改訂の内容は以下のような内容をはじめ、 

制度の根幹にふれるものだった(さいわいこれらの改訂は现在にいたるも実施されていない)。

① 個別企業責任の最低基準を定めた労働基準法第8章の災害補償規定の削除(不要論)

② 労災保険による休業補慣の支給期問を一律に療養開始後1年6か月までに制限するなどの 

給付体系の抜本的変更

③ 民事拟蛊賠似や社会保険給付と労災年金の(完全)調整(’滅额)

この事態に直面し、憂いを同じくする研究者、医師、弁護士等の有志が集まり、1988年12 

月13日に「労災補償制度問題紫急研究シンポジウムjが開催され、これを契機に「労災補償 

制度問題研究会」(代表•佐藤進日本女子大学教授)が発足した。この研究会が学際的な共同 

研究をほぼ1年間にわたって続けた成果が、「労災補償制度改革への提言」として90年1月に 

発表された。今回は、この提言を紹介する。なお、同提言と研究会メンパーの論文を収録し 

た同研究会編『労災があぶない一わたしたちの捉言』(说研出版)が出版されている。

今日のわが国の労災補償制度は、被災した労 

働者に必要な療養の機会を保障し、職場復帰 

(もしくは社会復帰)をはかり、その必獎な全期 

問の、生活能力を失った被災労働者と家族•逍 

族の生活を保障することを目的とする制度であ 

る。

第二次世界大戦後の1947年に発足した戦後の 

労災補償制度は、戦前の恩恵的なものと異なり、 

新憲法の個人の尊厳(13条)、生存権保陣(25条) 

及び労働権保障(27条)を根拠とし、被災労働者 

とその家族の生活を権利として保障するための 

最低基準の法定救済制度である。

ところで、労働基準法研究会の「中問報告」 

は、「労災補償制度の目的は、使用者の無過失 

補償責任を基礎として、業務災害の被災者であ 

る労働者に療養の機会を与え、職場復帰を可能 

とするとともに、被災労働者又はその家族に対 

し、災害によって生じた損失を填補することに 

よって、その保護を図ることにある」としてい 

るが、この总見は、今まで述べたように労災補 

償制度の基本を誤ったものである。被災労働者 

と家族•迫族の個人の醇厳に反し、生存権、労 

働権を空洞化する役割を果たすおそれがあり、 

その制度改革論をわたしたちは到底是認できな 

い〇

わたしたちは、以上のような観点から、当而 

の労災補償制度改革の具体的な提言を以下のと 

おりとりまとめた。

1 療赉補儅制度について

(1)政府による療養補償への不当な介入を防 

止するため、労災保険法13条2項を改正す 

ること。
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労基法に基づき、被災者には、職場復帰(も 

しくは社会復帰)までの全期間必要な療養補償 

を受ける権利が保障されるべきで、それはあく 

まで最低基準で、政府はこれを制限できない。 

にもかかわらず、労災保険法13条2項は、療養 

補償給付の範囲について、「政府が必要と認め 

るものに限る」とし、政府による補償制限を認 

めるかのような規定を置き、近年問題が生じて 

いるが、右の規定を削除すべきである。

また、労基研「屮問報告」は、「労災指定医 

療機関については、指定の基準、適切な労災医 

療の実施及び保険事務執行を確保するための監 

督及び指定の取り消し等について、法令の整備 

を図る必耍があろう」としている力、これも政 

府による療養補償への不当な介入の強化につな 

がるものであるから採川すべきでない。

(2 )緘.灸•マッサージ制限通達(昭和57年5 

月31日付基発第375号)、振動障害治療制限 

通達(昭和61年10月9日付基発第585号)を廃 

止すること。

これらの通達は、被災者にとって必要な治療 

をも、一定期間以上を制限するものであり、医 

療現場に混乱と紛争を発生させており、廃止す 

べきである。

(3)リハビリテーション医療(訓練的就労を 

含む)が療養補償の内容をなすとの明文を 

置き(労基則36条、労災保険法13条)、その 

制約を解除すること。

労災補償制度は、被災労働者の職場復帰(も 

しくは社会復帰)を目的とする制度であり、こ 

れに実効をもたせる「リハビリテーション医療 

(訓練的就労を含む)」は、療養補償制度の内容 

とすべきであり、労基則36条、労災保険法13条、 

22条の3弓を改正して、「処时、乎術その他の 

治療、リハビリテーション医療(訓練的就労を 

含む)」とすべきである。

リハビリテーション医療は、全ての医療機関 

が行うのが当然であり、これを労働基準局長が 

認定した医療機関だけに限定する通達(昭和51 

年2月13日付)は廃止する。

また、現在行われている労働福祉事業として 

の「外科後治療」はリハビリテーション医療に 

含まれるものであるから、労働福祉事業として 

ではなく、療養補償として行うべきである。

(4 )療養補償が職場復帰(もしくは社会復帰) 

するまでの全期間保障される、との明文を

置き(労基法75条1項、労災保険法13条1項)、 

治癒•症状固定までとする通達(昭和23年 

基災発第3号)を廃止すること。

現行法上、療養補償の行われる期間について 

明文がなく、職場復帰(もしくは社会復帰)がで 

きないにもかかわらず療養補似が打ち切られて 

いる事例が相当数あり、制度の目的を生かすた 

めには、療養補償が「職場復帰(もしくは社会 

復帰)するまでの間」保障されるとの明文(労基 

法75条1項、労災保険法13条1項の改正)を置く 

必要がある。

また、療養補償は、リハビリテーション医療 

(訓練的就労を含む)を含み、職場復帰(もしく 

は社会復帰)するまでの間保障されるものであ 

るから、これを治癒=症状固定までとする通達 

は不当であり、廃止すべきである。

r..........  ......... 1
2 _休業補償制度について

(1)休業補償を一律1年6か月の経過により打 

ち切るとする労基研「中間報告」の意見は 

採用しないこと。

休業補償は則問制限を受けることなく職場復 

帰するまでの全期間解雇されることなく補償す 

るのが当然であり、これを1年6か月の期間経過 

により一W打ち切るとする労驻研「屮問報苦J 

の意見は、その期間経過後の障害等級に該当し 

ない被災者の生活保障を奪い、事業者の解雇の 

脅威にさらし職場復帰を困難にするものであっ 

て、採用されるべきでない。
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(2) 休業補償を、休業の第1日目から、平均 

賃金(給付基礎日額)の分の80行うよう 

法改正(労基法76条、労災保険法14条1項) 

を行うこと。

もともと休業補似は、制度発足時に平均賃金 

(給付基礎日額)の100分の80行うことが企図さ 

れたが、敗戦直後の経済的理由から現行の1〇〇 

分の60と定められたもので、今ではその理由が 

なくなった以上、休業補償は少なくとも平均賃 

金(給付基礎日額)の1〇〇分の80 (休業特別支給金 

と合わせ100分の100、ただし、この支給金を保 

険給付に組み込む塌合は、休業補償として1〇〇 

分の100)行うべきである。

また、法制上、休業補似は、労災保険法上は 

休業開始の4日目から支給され、その前の3日問 

は事業者が補似することとなっているが、その 

合理的な根拠はなく、労災保険法M条1項を改 

正して、休業の般初の日より休業補償給付を行 

うこととすべきである。

(3) 一部休業者の休業補償減額措Sを撤廃す 

る法改正を行うこと。

一部休業者の休業補ft’iにっいて、制度発足以 

来減額措置をとることなく補償されてきたが、 

76年労災保険法14条1項但畓の改正により、一 

部休業した日の休業補似給付にっいて、給付基 

礎日額から実際に労働した部分についての賃金 

を差し引いた额の6割とする減額措置をとるこ 

ととなった。しかし、これは、完全職場復帰に 

向け努力している患者の経済的困窮を招き、そ 

の意欲をそぐ不当なものであり、改正前に戻す 

法改正を行うべきである。

3;障害補償制度について

(1)障害8級〜11級を年金補償とし、1〜14級 

の各障害について、P章害3級を給付基礎日 

額の80%(292日分)とすることを基準に補 

償額を引き上げること。

各種実態調査により明らかなとおり、障害者 

の生活は現行障害補償によっては不十分にしか 

保障されていない。IL〇121号勧告にしたが 

って障害8級〜11級を年金補償とするとともに、 

完全労働能力喪失の3級陣害者について、被災 

前の生活程度を維持するに足りる補似水準であ 

る給付基礎日額の80%(292日分)とすべきであ 

り、この3級の補償水準を基準に1〜2級、4〜14 

級の補償額を引き上げる。

労基研「中間報告」は、陣害8〜14級につい 

て、「一時金の形で差し支えない」とし、たん 

に若年時被災者ほど高い割増率をつける等の方 

法により充実するとの意見であるが、これでは 

全く不十分である。

(2) 現行の障害等級表を見直し、新たな職業 

病•災害に対応した等級の分類を行うとと 

もに、等級の格付けにあたっては、労働能 

力喪失度だけでなく、P章害による生活能力 

喪失度と組み合わせる方法をとり、また、 

労鼬能力喪失度の基準も被災者個々人の技 

術等の個別要素を取り入れた等級是正規定 

を新設すること。

现行障害等級表は、戦前の恩思的制度である 

エ垛法施行令7条(昭和2年4月4| |付労発第15号、 

昭和11年勅令447号により改正)にならって作成 

され、その後いくつかの修正が加えられたが、 

その基本はそのまま維持されている。障害者の 

生活保陣の観点から、根本的見直しをはかるベ 

きである。

(3) 障害1、2級の障害補償を障害3級に切り 

下げ、その代わりに介證補惯制度を新設す 

るとの労基研「中間報告」の意見は採用し 

ないこと。

労以研「屮叫報ぐ？Jは、卿、2級は、「介 

護货用を考慮した割増加算(1級について給付基 

礎日額の68日分、2級について給付基礎日額の 

32日分)を行っているjことを理由に、右意見 

を提案しているが、その差異は、生活能力の喪 
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失度に基づくものであり「介護費用を考慮した 

割増加算」ではないから、介護補償制度の新設 

とは全く無関係であり、労基研「中間報告」の 

右意見は不当である。

4；傷病補償制度について

(1) 傷病補償も他の補償と同様、職権決定方 

式から請求権者の請求方式に変更すること 

(労災保険法12条の8の2、3項の改正)。

現行傷病補慣制度は、労基法にはなく、労災 

保険法上の制度であるが、他の制度が全て請求 

権者の請求に基づいて行われるのに対し、政府 

の一方的職権で決定され、請求権者が傷病補似 

に基づく補似を受けたくとも、政府が決定しな 

い限りこれを争う方法がない。現に当然您病補 

償が行われてしかるべき場合に傷病補似が行わ 

れていない事例があるが、これは不当であり、 

他の補似と同様、請求権者の謂求方式に変更す 

る必要がある。

(2) 傷病等級1〜3級の補償額を、前記障害1 

〜3級(障害3級で給付基礎日額の80% = 292 

日分)の引き上げ水準に引き上げること。

阿害1〜3級の補償額引き上げと同水準に引き 

上げるのが相当である。

5職場復帰制度について

(1)使用者は、被災労働者の職場復帰のため 

の訓練的就労を保障する措适をとる義務が 

ある、との明文を置くこと(労基法75条の 

改正)。

現行法は、被災労働者の職場復帰を保陣する 

叫文の規定を企く逍いていないが、これを定め 

るべきである。そのためには何よりも療養補償 

期問中のリハビリ医療の一環である「訓練的就 

労」が主要であり、使用者にこれを保障する措 

證を義務づける規定(労基法75条に、「使用者 

は、労働者が職場復帰のため、訓練的就労を申 

し出た場合は、これを保障する措置を講じなけ 

ればならない」との規定を新設する)を置く法 

改正を行うべきである。

(2) 使用者は、被災労働者が療養のための休 

業を終えた場合、職場復帰のため適切な措 

置を講ずる義務があるとの明文の規定を置 

くこと(労基法19条の改正)。

労基法19条に、「使用者は、労働者が業務上 

負傷し、又は疾病にかかり、療養のための休業 

期問を満了し職垛復Wを申し出た場合は、これ 

を保障する措置を講じなければならないJとの 

規定を新設すること。

(3) 被災労働者が療養のための休業を終え、 

職場復帰した場合の解雇制限規定と差別的 

取扱禁止規定の明文を匿くこと(労基法19 

条1項及び3条の改正)。

被災労働者の職場復帰には、復帰後の解雇制 

限が必要不可欠なのに、現行法は、全くその規 

定を直いていない。労站法19条1泊本义に、 

「また、使用者は、労働者が業務上負傷し、又 

は疾病にかかり、療養のための休業期間を満了 

し職場復帰した場合、労働能力が劣ること、障 

害者であること等により、正当な理由なく解雇 

してはならない」との規定を置き、同法3条を 

改正して、差別的取扱禁止理由に、「身体的な 

障害」も入れることが必要である。

6!遺族補償制度について

(1)遺族補償額について、遺族1人の場合を 

給付基礎日額の226日分(現行153日分)に、 

遺族5人の場合を同365日分(現行245日分) 

に引き上げることを基準とする補償水準の 

引き上げを行うこと(労災保険法16条の3の 

改正)。

各種実態調査により明らかなとおり、労災遺 

族の生活は現行逍族補似によっては不十分にし
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か保障されておらず、遺族一人の場合を給付基 

礎日額の226日分(被災者1人が抜けた場合の1家 

族の消費支出額の割合62%)に引き上げ、被災 

者1人が抜けても消費支出に変動を来さないと 

考えられる遺族5人以上を上限額の給付基礎日 

額の365日分(100%)に引き上げることを基準と 

する補償水準の引き上げを行うべきである。

(2 )遺族補償の受給資格者を3親等以内の親 

族に拡大し、尊属と夫の年齡制限を撤廃し、 

卑属の年齡制限を22歳に引き上げる法改正 

を行うこと(労災保険法16条の2、16条の4 

の1項5号、6号の改正)。

現行労災保険法は、受給資格者を2親等以内 

の親族に限定し、妻にはない年齢制限を尊属と 

夫には設け(被災労働者の死亡時満60歳以上)、 

子、孫等の卑属について18歳の年齢制限を行っ 

ているが、現代家族の実態に即すると不合理な 

制限であり、この制限を緩和する法改正を行う 

べきである。

7!重度障害者及びその遺族の 

生活保障制度について

(1)障害補償制度とは別に、介諶補償制度を 

新設(介護料制度の廃止)し、介證の必要度 

に応じた介護補償を行うこと。

現行制度上、重度障害者に対しては、労働福 

祉事業として介護料(最高38,600円一注:91年4 

月から51,400円〜最高94,500円になっている一 

「安全センター情報」91年9月号参照)が支給さ 

れているが、重度障害者とその家族の生活保障 

としては極めて不十分であり、介護の必要度 

(常時要介護、随時要介護等の分類を行う)に応 

じた生活保陣制度にふさわしい水叩の介测m 
(職業介護人が従事した場合は最低限療養中に 

おける付添婦代と同一水準の介護補償額、家族 

が従事した場合は、少なくとも交通事故裁判に 

おける家族介護費を下回らない家族介護補償額) 

を行うべきである。

なお、労基研「中間報告」は、障害1、2級の 

障害補償を同3級の障害補償水準に引き下げる 

ことと連動させて介護補償制度を新設するとの 

意見であるが、なんら二つの制度を連動させる 

合理的な理由はない。

(2)遺族補償を受けない重度障害者の介護遣 

族に、労働福祉事業として障害者介護遺族 

特別給付制度を新設すること。

家族の介湖を受けている度附',1?ガが死亡し 

ても、その死亡が「業務上」の死亡と認定され 

ない限り、その遺族は遺族補償を受けることは 

できず、この場合その遺族は労災補償制度上全 

く救済されていないが、重度障害の被災労働者 

の介證を担当していた遺族に対し、障害者介護 

逍族特別給付制度(当面、少なくとも当該被災 

者の死亡が「業務上」の死亡と認められた場合 

に補償される遺族補償額の2分の1を下回らない 

給付額とする)を新設すべきである。

8；給付基礎日額制度について

(1)給付基礎日額の最低限度額を賃金センサ 

ス第1卷第1表の男女別の企業規模計、産業 

計労働者平均賃金の年間総収入(残業代、 

ボーナス等を含む)の1日平均賃金の80%に 

引き上げ、毎年スライドさせること。

全ての被災者の生活保障確保のため、給付基 

礎日額に最低保障額を制度化すべきであり、か 

つその額は、少なくともわが国の男女別平均労 

働者の残業代、ボーナス等を含めた年間総収入 

の1日平均賃金の80%とし、毎年スライドさせ 

るべきである。

労湖f「屮I川報岱」は、被災芥の労災 

補償だけを問題とし、これを「年齢スライド」 

制の導入によって修正するとの意見であるが、 

問題は、低額補償被災者全体の底上げをどうは 

かるかにあり、高齢被災者の補償額の引き下げ 
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と若年時被災者の補償額の引き上げを連動させ 

る合理的根拠はない。

(2) 給付基礎日額を直前3か月間の賃金総額 

の1日平均賃金か、直前1か年間の賃金総額 

の1日平均賃金か、いずれか高い方の額と 

する法改正を行うこと。

全ての労災補償の基礎となっている給付基礎 

日額について、現行制度は、直前3か月間に支 

払われた賃金総額をその暦日数で割った額とし 

ているが、この方式だけで給付基礎日額を決定 

することは、繁忙期とそうでない時期の波動、 

季節労働者の季節的な波動が反映されず、また、 

わが国労働者の生活の基礎となっているポーナ 

ス収入が全く反映されず、制度目的に照らして 

妥当でなく、現行方式に加え、直前1か年問の 

贷金総额の1日平均貨帝方式を採川し、そのい 

ずれかの高い方の額を給付基礎日額とする法改 

正を行うべきである。

(3) 給付基礎日額の現行最高限度額制度を廃 

止し、「年齢スライド」制の導入を提案す 

る労基研「中間報告」の意見を採用しない 

こと。

86年法改正によって導入された給付基礎日額 

の年齢階層別最高額及び最低額制度(注：91年 

10月からは年金給付に対してだけでなく、療義 

開始後1年6か月を経過した者に対する休業補償 

給付にも導入されている)は、最低労働条件保 

障の労働保護立法の枠を大きく逸脱し、労働基 

準法による労災補償を下回る補償を導入したも 

のであり、廃止すべきである。また、この延兑 

線上にある右年齢スライド制の導入も、同様に 

不当である。

9'補償対象と業務上外認定制度について|

(1)局医制度を廃止し、労基研「中間報告」 

の都道府県単位「労災専門医委員会」設置 

の意見を採用しないこと。

「業務上外」や「障害等級」等の認定は本来、 

医学判定ではなく法律判定であり、完璧な医学 

的証明は必要としない。したがって、監督署長 

は、主治医の診断•意見を尊重し判定できるも 

のである。どうしてもそれだけでは不十分と考 

えられる場合にのみ、個々の事件について全資 

料を提供して専門医の鑑定意見を求めるにとど 

めるべきである。

ところが、労働省は、労働大臣訓令「労災医 

員規定」(昭和55年12月23日付労働省訓第17号) 

及び労働基準局長通達「地方労災医員制度の運 

用細目について」(昭和58年4月2日付基発第199 

号)を定め、都道府県単位に秘密裡に「局医制 

度」を設題したが(局医の氏名は秘匿されてい 

る)、その人選のあり方、その意見の公正さと 

価値、その比ffi等種々の問題が発生しており、 

廃止すべきである。

労基研「中間報告」の都道府県単位「労災専 

門医委員会」設置の意見は、この局医制度を法 

制化することを企図したものであるが、この意 

見を採用することは不当である。

(2) 「業務上」疾病の定義規定を明文で置く 

こと(労基法75条改正)。

現行労災補償制度は、「業務上」災害を主た 

る補似対象として発足し、「業務上J疾病につ 

いて定義規定を置かず、その範囲について一部 

を省令に委ねているが(労基法75条2項)、通常 

疾病の原因は単一ではなく多くの原因が共働 

(競合)しており、「業務上j災害とともに「業 

務上」板病も捕似対象として明確化するのが相 

当であり、法改正を行い、「業務上の疾病とは 

業務が唯一の原因で発症又は増悪した疾病及び 

業務が他の原因とともに共働原因となって発症 

又は増悪した疾病をいう」との規定を置くべき 

である(労基法75条の改正)。

(3) 業務上外認定の推定規定を置くこと(労 

基法75条の改正)。

現行労災補償制度は、業務上外認定について、
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一切推定規定を置いておらず、行政庁はその証 

明責任は労働者にあるとしているが、これは労 

働者に証明できない場合の不利益を課すもので 

あり、制度目的に照らし、イギリスの労災補償 

制度にならい、「労働者の業務遂行中に発生し 

た負傷又は疾病は、業務上の負傷又は疾病と推 

定される。また、労働者が当該労働者の基礎疾 

患に悪影響を及ぼすおそれのある業務に相当期 

間従事した場合は、当該業務が当該疾病の発症 

又は増惡の共働原因と推定される」との規定を 

置くべきである(労基法75条の改正)。また、力 

ナダの一部の州にならい、業務上外の認定が困 

難な事案については、業務上であることの推定 

を働かせる規定の挿入を検討するのが妥当であ 

る〇

(4)補償対象たる疾病について、「その他業 

務に起因する災害性疾病及び非災害性疾病J 

と改正し、認定基準の全面的見直しを行う 

こと(労規則35条別表2の9号の改正)。 

現行労災補儅制度は、「業務上」疾病につい 

て、包括的救済規定として「その他業務に起因 

することの明らかな疾病」という規定を置き 

(労規則35条別表2の9号)、行政庁は、業務にお 

ける「災害」との相当因果関係が認められる必 

要があり、さらに、因果関係が医学上明確に認 

められることが必要であるとの解釈を採用し、 

「一定の業務に従1 2Kしたため当該疾病にかかっ 

たと推定されても」因果関係は認められないと 

してきたが、これは不適当であり、非災害性疾 

病をも補償の対象とし、医学的証明は不要であ 

る旨の省令の改正をすべきである。

また、現行認定基準は、災害主義の法理論の 

医学的証明を必要とするという立場で制定され 

たものであり、右(2)及び(3)の原則にたった 

新認定基準を制定すべきである。この場合、医 

学的な専門医のみならず、法律専門家、及び労 

使の代表を加えた会議の検討を行うべきである。

10 ；通勤災害保護制度について

(1) 現行通勤災害保護制度を廃止し、労災補 

償制度に組み込むこと。

通勤災害を労災補償制度と別個の制度として 

置き、労基法の保護の対象外に置く合理的理由 

はない。労災保険法上の独自の制度である現行 

通勤災害保護制度は廃止して、労災補償制度に 

組み込むべきである。

(2) 通勤途上の逸脱•中断後の通勤災害及び 

逸脱•中断中の_’定の通勤災害を補償対象 

とする法改正を行うこと。

現行労災保険法7条は、合理的な経路を逸脱 

•中断後の通勤災害は一切保護の対象とせず、 

「逸脱•中断が、日常生活上必要な行為であっ 

て労働省令で定めるものをやむを得ない事由に 

より行うための最少限度のものである」場合に 

限って合理的な経路に復帰後の通勁災害を保護 

の対象とすることとしているが、わが国の労働 

者は、通勤に長時間を要し、かつ長時間•不規 

則労働に従事しているため、通勤途上の逸脱• 

中断は常態化しており、逸脱•中断後の合理的 

な経路に復帰した後の通勤災害及び「逸脱•中 

断が日常生活上必要な行為であって労働省令で 

定めるものをやむを得ない‘I川Iにより行うため 

の撮少限度のものである」逸脱•中断中の災害 

は、補償対象とすべき(みなし規定を置く)であ 

る〇

(3) 単身赴任者の妻子住居への経路上の災害 

及び新規赴任時の経路上の災害を補償対象 

とする法改正を行うこと。

現行法では通勤災害について、「住居」と 

「就業の場所」との往復中の災害であると定め、 

「住居」とは「労働者が居住して日常生活の用 

に供している家屋などの場所で、本人の就業の 

拠点となるところをさす」とし、「就業の場所 

とは「業務を開始し、または終了する場所」と 
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解している。

したがって、単身赴任者の土帰•月来行為 

(妻子住居へのまたはからの経路上の通勤災害) 

及び新規赴任時の経路上の災害は、保護通勤災 

害とならないこととなるが、これは不当である。 

「住居(単身赴任者の妻子居住住居を含む)j及 

び「就業の場所(新規赴任者の新規赴任地を含 

む)」との法改正(労災保険法7条2項の改正)を 

行うべきである。(注：平成3年2月1日付基発第 

74号により、新規赴任時及び赴任先が「片道3 

時問以内でかつ200km以内」の土帰•月来行為 

中の災害は通勤災害として取り扱うようになっ 

た一「安全センター情報」91年5月号参照)。

11他の制度との調整制度について

(1) 民事損害賠償との調整について、調整を 

行わないこととし、現行調整規定(労災保 

険法12条の4、67条)を廃止すること。

労災補償制度と民事損害賠償制度は、本来そ 

の制度目的が異なり、両者があいまって一つの 

労災被害の回復が図られるものであり、完全併 

給が行われるべきである。したがって、労災保 

険法に調整規定を置く合理性はなく、第三者行 

為災害にっいても事業者災害についても現行調 

幣規定を廃止すべきである。

労基研「中間報告」は、逆に、民事損害賠償 

との完全調整制度を採用せよとの意見であり、 

不当である。

(2) 厚生年金、国民年金などの社会保険と労 

災年金との調整について、労災補償におけ 

る調整を行わないこととし、現行調整制度 

を廃止すること。

現行労災保険法は、「同一の事由(障害死亡 

または廃疾)Jに関し、労災年金と厚生年金、 

民年金等の社会保険との併給を労災補償にお 

いて調整し、労災年金を減額する制度を採用し 

ている。しかし本来、労災補償制度は制度の目 

的が異なり、各種社会保険の給付にかかわりな 

く全額支給されるべきであって、その調整をす 

るとすれば、社会保険において調整するのが相 

当であるところ、両制度の現行の補償水準では、 

政策的に調整を持ち込む合理性もなく、現行調 

整制度は廃止すべきである。

労基研「中問報告」は、同一事由によらない 

厚生年金の老齢年金等との調整制度を採用すべ 

きとの意見であるが、調整による減額の合理的 

理由はなく、不当である。

12 :労働基準法の災害補償制度について

(1) 暫定任意適用事業を廃止し、労災保険法 

を全事業に適用すること。

現行労災保険法は、原則として全事業に強制 

適用されているが、政令で定める5人未満の農 

林水産業についてのみ暫定任意適用事業とされ 

ている。これを廃止し、労災保険を完全強制適 

用とすべきである。労基研「中間報告」は、こ 

れに消極的な意見であるが、今日その例外を認 

める合理的根拠はない。

(2) 労基法の補償内容及び補償水準を労災保 

険法と同一水準とする法改正を行うこと。

労基法は、最低労働条件保障の労働者憲章法 

であり、労災保険法1条を改正し、労働安全衛 

生法1条と同様、労働基準法との速結条項を置 

くとともに、現在の補償水準を最低労働条件と 

して確保するため、労基法の補償内容及び補價 

水準を労災保険法と同一水準とする法改正を行 

べきである。

(3) 打切補償制度を廃止すること。

現行の打切補償制度(労基法81条、労災保険 

法19条)は、職場復帰制度の改革に照らし、全 

く不相当であり、廃止すべきである。

13 ：労災保険財政制度について
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(1) 労働災害と通勤災害の保護以外の事業へ 

の労災保険財政の支出を行わないよう法改 

正を行うこと。

労災保険財政は、本来労働災害と通勤災害の 

保護の事業にのみ支出されるべきものであり、 

それ以外の事業は政府の一般会計より支出され 

るべきものである。現行法は、労働安全衛生対 

策に要する費用、不払賃金立替事業に要する費 

用、社外積立型退職金制度の調査経貿、中小企 

業福祉対策等に要する統mへの支出を認めて 

いるが、不当であり、法改正を行うべきである。

(2) 事業者から徴収する労災保険料の保険料 

率は、労働大臣による決定ではなく、国会 

において決定するよう法改正を行うことと 

し、長期的な財政収支を検討して適切な保 

険料率を定めること。

現行労災保険財政は、-•方で年金制度の導入 

と年金受給者の增大及び長期傷病患者の増大に 

伴う適正な保険料率を定めてこず、他方で本来 

の事業以外の事業に対する保険財政の支払を拡 

大してきたため、適切な保険料率が定められる 

ことなく推移してきたが、それは保険料率の決 

定が労働大臣に委ねられていたためであり、今 

日保険料は「租税」であり、国会の決定に委ね 

られるのが相当であり、このための法改正を行 

うべきである。

14 ；不服審査制度について

(1)現行不服審査制度を廃止し、労働委員会 

と同じ制度を採用し、同様の運営をする法 

改正を行うこと。

現在の労災保険審査官および労働保険審査会 

制度は、救済を求める権利者の権利確保を困雜 

にしており、極めて非民主的であるので廃止し、 

労働委員会制度にならい民主化するべきである。 

現在の労働委員会制度にならって、公益を代表 

する者、労働者を代表する者、使用者を代表す 

る者で組織する地方労働保険審査委員会および 

中央労働保険審査委員会を設置し、労働委員会 

制度と同様の運営をするよう法改正を行うべき 

である。

(2)不服審査機関の運営は、全て公開とし、 

記錄は全て当事者が閲覧、謄穹できるよう 

法改正を行うこと。

現在の不服審査制度は、非公開を原則とし、 

当事者による記録の閲覧、謄写の権利を保障し 

ていないが、必迆不可欠であり、これを促盹す 

る法改正を行うべきである。

［注］これは、細部については議論を残すもの 

もあるが、1988年12月3日の「労災補償制度改 

訂問題緊急研究シンポジウム」の呼びかけ人も 

含む労災補償制度問題研究会(以下のメンバー、 

名簿は敬称略、アイウエオ順一注:所屈は90年 

1月当時)としての提言である。 ■

荒木誠之(姫路独協大学教授)、井上浩(自 

治体労安研副会長)、梭本祥文(労住医連事 

務局長)、岡村親宜(弁誰士)、片岡昇(京都 

大学名誉教授•龍谷大学教授)、河越重任 

(岩手大学教授)、桑原昌宏(新潟大学教授)、 

斎藤一(労働科学研究所顧問)、斎藤竜太 

(十条通り医院院長)、佐伯静治(弁護士)、 

坂本重雄(静岡大学教授)、佐藤進(日本女 

子大学教授)、高藤昭(法政大学教授)、田 

尻宗昭(神奈川労災職業病センター所長)、 

天明佳臣(港町診療所所長)、友光健七(弁 

護士)、中桐伸五(自治労顧問医)、中山和 

久(早稲田大学教授)、西畠正(弁誰士)、野 

沢浩(神奈川大学教授)、平野敏夫(葛西中 

央病院医師)、藤原精吾(弁護士)、古川景 

一(弁護士)、古谷杉郎(事務局)、外尾健一 

(火北大学名旮教授•火北孚院人学教授)、 

本多淳亮(大阪市立大学名誉教授•大阪経 

法大学教授)、松捕良和(松浦診療所所長)、 

松本克美(神奈川大学専任講師)、水野勝 

(來洋大学教授)、宮里邦雄(弁護士) ■
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第20回労働行政研究「労働行政の現状と問題点•その果たすべき役割」サブテーマ5

労災補償の現状と問題点

1992年3月全労働省労働組合第20回中央行研推進委員会•中央執行委員会

【全労働の行政研究活動の歴史】全労働は、1960年に第1回全国行研集会を京都で開催して以来、 

真に労働者•勤労国民のための労働行政の確立をめざして、今日まで19回にわたり行政研究活動を展 

開してきました。

先輩の皆さんは、労働行政が反動化する中で、仕事をまじめに考えれば考えるほど悩み、苦しみ、 

そしてそれを打開するために立ち上がりました。それが行政研究活動の原点でした。

行研発足当時は、もっぱら中央集会中心の活動で、グチを言いあったり個人的な「業務研究=ワザ 

研」が多く、職場の行政研究活動にはほどとおいものでしたが、次第に、日常行研•職場行研に発展 

し、研究体制の紺織的な確立、拔主勢力との辿带、学者•fiH究者との共同等のとりくみに発城してき 

ました。

第14回行研では、「行政酷苫運動jがとりくまれ、職場のすみずみから実際の行政運営に通じた 

「組合員メモjが寄せられ、「これが労働行政だ」が刊行(1976年)されるなど、“全員行研’’に前進 

するとともに、社会的にも大きな反響を呼びました。

このころから各支部の研究活動も、調査活動•シンポジウム•座談会などがとりくまれ、地域にで 

るとりくみも定着してきました。

第16回から第18回行研では、「全国統ーテーマ方式」を採用し、「中高年労働者•労災年金受給者 

の実態」「パート労働者問題」「派逍労働者問題jを全国全組織でとりくむという新たな活動スタイ 

ルで行研活動は飛躍的に前進をとげました。

第19回行研では、過去の行研活動の成果と到達点をふまえつつ、運動の原点である職場でのとりく 

みを重視し、さらに大きな飛躍をめざすための出発点として位置づけ、「労働行政の現状と問題点, 

その果たすべき役割(そのl)jをメインテーマに、5本の関辿するサブテーマを設定して、各支部が 

独自性•地域性により選択する方法をとりいれ、日常業務に根ざした実証的研究という方向にむかっ 

て、その第一歩をふみだしました。

一方この問、労働者の立場にたった労働政策をつくる活動も着実に進められ、民主的学者の皆さん 

を結集した「労働政策研究会」の報告や、各行政分野ごとの政策づくりが職場代表による「検討委員 

会」で行われ、1984年9月にはその集大成として「民主的労働政策実現のための全労働の提言(案)」 

が允表されるなど、袈求を拟極的に対逝したたたかいもこすすめられてきました。このようにし 

て私たちの行研活動は前進してきました。

いよいよ20回行研です。みんなの知恵と力で成功させ、よりよい労働行政をめざして奮闘しあいま 

しよう。(メインテーマ「労働行政の現状と問題点•その果たすべき役割(その2)j ) ■

(全労働省労働組合•第20回行研活動のパンフレットから)
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I:はじめに

労働者災害補償保険法は施行以来すでに40年 

以上を経過しました。

この間、年金制度•通勤災害保護制度•特別 

支給金制度の導入、適用•徴収の一元化、全面 

適用などさまざまな改変を重ねてきましたが、 

基準行政に働く仲間の奮闘に支えられながら、 

被災労働者の生活安定に一定の役割を果たして 

きました。

しかし、「適正給付管理」通達や最近の労災 

法の「改正」、1988年(昭63)の「労働基準法研 

究会(災害補償関係)の中間的な研究内容」にみ 

られるように、本来の労災補償制度からの後退 

や変質をさせようとする動きも強まっています。 

一方で労働災害や職業病は依然として多発して 

おり、また国際的にも例をみない長時間労働- 

超過密労働のもとで、広範な労働者の健康破壊 

が進み「過労死」は大きな社会問題となってい 

ます。

このような状況下で、被災労働者がどのよう 

に悩み、どのような不安を抱き労災補償制度に 

対して何を求めているのかを明らかにしてゆく 

なかで、制度の矛盾と問題点を浮き彫りにし、 

その改善を求めていくことが重要となっていま 

す。

同時に日常業務のなかでの仲間たちの悩みを 

明らかにし、行政民主化と私たちの労働条件の 

向上のため苽闘しなければなりません。

以上の問題意識のもとに、全国31支部が、① 

被災者アンケートにっいては、休業給付、障害 

年金(一時金)を受けている方を対象に、被災者 

の悩み、不安、要求、生活実態を明らかにする 

こと、②組合員メモについては、現場での仲問 

の悩み、事務処理休制の問題点、労災補償制度 

を財政的に裏付ける「適用•徴収」制度の問題 

点、認定基準上の問題点、苦労を明らかにする 

こと等の活動に取り組み、(91年)10月31日現在、 

20支部よりレポートが提出されました。

以下、支部レポートの共通点を柱に、現状と

問題点、改善の方向を明らかにしていきます。

II '労災補償制度とは

「労災補償の現状と問題点」について考える 

前提として、労働災害•職業病をどうみるのか、 

本来、労災補償制度はどのような考え方に立っ 

て展開されるべきなのかを明らかにしておく必 

要があります。

1 労働災害•職業病をどうみるのか

今日の社会において、企業は新技術の導入や 

生産性を高めることにより、利潤の最大限の追 

及をめざしており、たとえば、長時間•超過密 

労働•非生理的な交替制勤務等、労働者の肉体 

的、生理的、社会的限界ぎりぎりまで働かせる 

ことや、利潤に直接結びつかない、労働者の生 

命•身体や健康を保護するための施設や道具な 

どの安全衛生への投資はできるだけ節約するな 

ど、利潤追及のために様々な方法をもちいてい 

ます。

このように今日の社会は労働災害•職業病を 

生み出す必然性を持っているといえます。

企業の惻からよく 「労働者の不注意だ」「労 

働者の体質だ」という宣伝がなされますが、人 

間にはだれにも生理的限界があり、不注意のな 

い人問はありません。不注意があることを前提 

に安全対策をとらなければなりません。

また、人間に体力差があるのは当然であり、 

いったん自分の会社の労働に適すると判断して 

労働者を雇い入れれば、体力差にかかわらず、 

労働者の健康を破壊することは許されるもので 

はありません。

つまり労働災害•職業病は、私たちの生活す 

る社会と無関係に発生する“不幸な出来事”で 
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はなく、企業の利潤追及のために労働者の生命 

•健康を犠牲にする社会現象といえるでしょう。

2労災補借制度の考え方

このような木質をもっ労働災害•職業病に対 

して、遊法奶13条(f|A|人の⑽.生命、_、 

幸福追及の権利)、25条(国民の生存権)、27条 

(勤労の権利)の理念のもとに労働基準法(以卜. 

労基法という)や安全衛生法があり、さらには 

労働者災害補償保険法(以下労災法という)があ 

るといえます。

戦前にも鉱業法(明治38年)、工場法(同44年)、 

労働者災害扶助法(昭和6年)、労働者災害扶助 

貴任保険法(同)等などによって、労働者に対す 

る災害補償やその保険化が行われました。

しかし、その内容はきわめて不十分なもので 

あり、また、適用労働者の範囲も狭く、恩恵的 

な性格を有するものでした。

戦後、日本国憲法が制定され、必然的に憲法 

理念に基づいた労働法制が要求され、憲法第27 

条の具体的法制措置として、1947年(昭22)4月 

労基法が制定され、その第8章(第75条〜88条) 

において「労働者の業務上の負傷、疾病」につ 

いての使用者責任が明記されました。

そして、使用者の災害補償責任の実効性を確 

保し、災害補償の迅速かっ公正な実施を図るた 

め、労基法の制定と同時に労災法が制定されま 

した。

したがって私たちは、労災補償制度は、憲法 

の基本的人権、とりわけ生存権保障の理念に立 

脚して展開されるべきであると考えます。

すなわち労災補償は、すべての被災労働者と 

その家族が解雇や生活におびやかされることな 

く、安心して治療し、職場復帰できるものであ 

り、死亡の場合は遺族の生活が十分に補償され、 

かつ、その被った精神的苦痛などの全損害も含 

め、人たるにふさわしい生存を保障するもので 

なければなりません。

一方、労基法から労災補償を切り離し、社会 

保障の問題としてだけとらえようとする動きも 

強まっています。

しかし、労働災汽•職業病は、企業の利潤追 

及の過程で発生するものであり、たとえ企業に 

過失がなくても、災離止義務や災番補似钉任 

は厳しく問われなければならず、労災補償制度 

が労使関係の立場から離れ、识に社会保障上の 

問題として取り扱われることには反対です。

3現行労災補償制度の沿革

労災法制定当初は、労災保険給付は原則とし 

て一時金の形態をとっており、その内容も労基 

法の災害補償と同一でした。

昭和27年には休業補償給付にスライド制が採 

用され、35年には打切補償制度を廃止し長期傷 

病者補慣制度が導入され、障害補償給付の一部 

(障害等級1級から3級まで)が年金化されました。 

そして40年には、遺族補償年金の導入、障害補 

慣年金の範囲の拡大(障害等級1級から7級まで)、 

休業補償の待機期間を7日から3日に短縮、特別 

加入制度の導入と労働保険事務組合制度の新設 

などが行われ、保険給付の内容は労基法の補償 

を大きく上回るようになりました。

また強制適用事業も漸次拡大され、44年4月 

からは全事業が強制適用事業とされました(た 

だし、小規模な農林水産業は暫定的な任意適用 

事業)。さらに、48年通勤災害保護制度の創設、 

49年特別支給金制度の新設など労災保険制度は、 

改善、拡大してきました。

これらの改善と関連して、35年の「じん肺法j 

の制定、47年の「労働安全衛生法」の制定など 

労働安全衛生面に関しても法改正、新設などが 

行われてきました。

しかし、55年労災保険給付と民事損害賠償と 

の調整、57年ハリ•灸治療制限、59年「適正給 

付管理」通達、62年年金給付基礎日額に最高限 

度額の導入等、平成2年休業補償給付基礎日額
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に最髙限度額の導入等、全体として給付は縮小 

されてきています。

これらは基本的には、昭和51年に設置された 

第二次臨時行政調査会による「臨調•行革」路 

線によるものであり、また日経連などの「労働 

省不要論」にみられるような、財界からの要請 

に応える労働行政へと大きく変化してきている 

ことの現れとしてみておかなければなりません。

III ：被災者アンケートと各支部レポートに

みる現状と問題点

1労働災害と労災補償の現状

(1)労働災害•職業性疾病の発生状況 

わが国の労働災害は、第1図(略)に示すとお 

り死傷者数(休業4日以上)、死亡者数ともに196 

1年を頂点に減少してきています。1990年にお 

ける労働災害の死傷者数は210,108人で前年に 

比較しても4%の減少となっています。

しかし、1990年に発生した労働災害による死 

亡者数は2,550人となっており、1987年以降み 

られてきた多発倾向が改めて深刻になりつつあ 

ります。さらに一時に3人以上の死傷者を伴う 

「重大災害Jは、1990年中185件と確実に増加 

傾向がみられ、第2図(略)にみられるように都 

市部等の人口密集地における建築工事の增加を 

背景に近隣公衆をも巻き込んだ重大災害が多発 

し、労働災害防止に関する行政の使命はますま 

す大きくなりつつあります。

しかも、国際的にも例をみることのできない 

長時問•過密労働の実態は、1988年の労基法改 

定後も一層厳しいものとなり、加えて〇A化- 

M E化は労働者を知らず知らずのうちに健谈破 

壊と新しい職業性疾病の危険にさらすことにな 

っています。業務上疾病の発生状況は、第3図 

(略)のとおりとなっていますが「災害Jとは異 

なり統計には表われにくい側面を持っており、 

疾病の正確な実態は埋もれた状態と言っても過 

言ではないといえます。

全ての被災者とその家族は、災害を契機にこ 

れまでの生活が大きく変わることは明確であり、 

労災補償が果たさなければならない使命と役割 

は引き続き重大なものがあります。

(2)労災保険料•労災補償給付の現状 

労災保険は、労災法第3条により原則として 

労働者を使用する全ての事業を適用事業として 

います。しかし、実態は80万を越える未申告• 

未手続き讲業坳が放置された状態にあると言わ 

れており、雇用保険とともに全面適用に向けた 

大きな課題を背負っています。

平成元年度における保険料収入は、1兆3,880 

13円.適用事業塌は234万9千事業場となってお 

り、施行以来40年、社会的使命の增大とともに 

適正な労働条件確保のために欠くことのできな 

い制度に発達しています。

平成元年度中に新たに保険給付を受けたもの 

は、療赉給付のみを受けたものを含め81万8千 

人となっており、

休業補似給付

陣害補似一時金 

逍族補似一時金

邪祭料 

87万9千件 1328億円

4万800件 626億円

768件 52億円

3994 f|- 20 億円

の給付が行われています。また、年金受給者は 

第4図(略)のとおり平成元年度末193,726人と 

なっており、今後も增加の一途をたどり約30万 

人に達するものと推定されています。

また、腦血管疾患及び虚血性心疾患の請求- 

認定状況は策5図(略)のとおりとなっています。 

これらは「過労死」事案として大きな社会問題 

であると同時に、労災補償の現場では「認定の 

困難化」と「業務量の増」による「日々悩ませ」 

の尖態にあるといえます。

2各支部レボートからみた現状と問題点

(1)被災者の悩みと不安

被災者の全てがある日突然に予朋せぬ「事故J 
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に巻き込まれ、その多くはショックと不安.生 

活破壊を招く結果になります。そして、準備の 

ない状態のなかで本人と家族の生活が将来をも 

含めて重大な危機に直面することは当然のこと 

です。

被災者がアンケートのなかで

① 「また働けるようになるだろうか」

② 「みんなが働いているのに自分だけが働け 

ない」

③ 「労災の給付は受けられるだろうか」

④ 「看護で妻がパートを辞めなければならな 

かった」

などと訴えているように被災者と家族にとって、 

悩みや不安、精神的•肉体的苦痛は、負讎後 

•療養中•治ゆ後とその時々によって> おかれ 

た状態によって與なります。しかし、各支部レ 

ポートの指摘にあるように、①経済的不安、② 

身体的制限による生活上の不安•悩み、③再就 

職を含めた社会生活に対する悩み等、多くの業 

務を机上によって処理している私たちにとって 

想像を超える範囲までに広がっています。私た 

ちは日常業務をとおして、ともすると経済的不 

安に目を蓉われがちです。しかし、被災者がか 

かえている悩みや不安•苦痛は、家族をも巻き 

込んだ幅広く、奥深いものがあると言えます。

(2)請求にあたって、「援助は貧しい」

アンケート結果では企業の冷たさ•援助の貧 

しさも明確になっています。

労災請求手続きについてアンケート結果では、 

全体の84.1%の被災者が「沿菜主.祖当近に依 

頼したjと回答しています。制度上、被災者 

(逍族)自身が請求人となって労基署に請求を起 

こすことになっているものの、実際の手続きに 

あたっては用紙の確保•証明.記入•捉出など 

被災者や遺族が行うことは困難な状況にありま 

す。しかし、11.3%の被災者が苦労を重ねなが 

ら自ら又は友人■知人を頼りながら手続きをと 

っている実態があります。労災法施行規則第23 

条に「保険給付を受けるべき者が、事故のため、 

自ら保険給付の請求その他の手続きを行うこと 

が困難である場合には、事業主は、その手続き 

を行うことができるように助力しなければなら 

ない」「事業主は、保険給付を受けるべき者か 

ら保険給付を受けるために必驻な証明を求めら 

れたときはすみやかに証明をしなければならな 

い。」とあります。このことの事業主に対する 

徹底が求められています。

一方で依然として「労災隠し」の実態がある 

ことも見逃せません。

① 「『その程度で労災は使うな』と言われた」

② 「健保を請求した。労災に切り替えたら退

職とな9た」

被災者のこれらの指摘は、「労災隠し」の一端 

といえます。

建設業の場合、直接の出業主が元請けに対し 

て証明を求めることを拒んだり、災害の事実を 

確認できないことを理由に元請けから証明を拒 

否されるなどしてやむを拟ず下誚けの保険関係 

を使用して請求している実態もあります。これ 

は「労災隠し」の一部でもあり、また、建設業 

の元請下請の上下関係が被災者に冷たくあたる 

結果になることもみておく必要があります。大 

企業にあっては休業災害を「不休事案jとして 

処理する事例もしばしば見受けられ、結果とし 

て十分な補償が受けられない状況にあります。

2Uki»r研.サブテーマ5 •ITW期價の現状とinin/j, 
HWB.VtnjJJie-FW きは澹か

:t 企T现M
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■小ひ
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(3)待機期間の休業補償は？

労災法第14条は休業補似を休業4日目から支

安全センター情報’92年6月号15



=特集/労災補償制度の改革

給することとしています。労基法に基づき事業 

主自身が補償しなければならない初日から3日 

目までの休業補償について、32.1%以上の被災 

者が補償を受けていないことは放置しえない問. 

題であるといえます。

また、このアンケートは休業補償請求のあっ 

た被災労働者がほとんどであり、休業4日未満 

の被災労働者がその補償を受けたかどうかは不 

明ですが、「受けていない」ケースもかなりあ 

ると推測されます。

待機期間の補償がされていない原因として考 

えられるのは、待機期間の補償について、①被 

災労働者•事業主とも知らない、②知っていて 

も被災労働者から請求しにくい、③事業主が補 

償をしようとしない、等が考えられます。

待機期間の廃止、あるいは休業4日以上にわ 

たる場合には、休業初日から支給することなど 

の改善を図る必要がありますが、当面、事業主 

に対する周知•指導を強化するとともに、被災 

労働者に対しても周知の強化を図る必要があり 

ます。

振動障害•じん肺等遅発性疾病の一部には休 

業特別援護金制度が創設されています。しかし、 

周知•指溥の不十分さからほとんど活用されて 

いない実態があります。

(4 )労災補償以外は見舞金程度、「企業は冷 

たい」

本来「補償」は被災者の受けた全損害、すな 

わち「稼働能力喪失」「身体的•精神的不全」 

「社会的•家族的不利」に対する全損害が補償 

されて当然と思われます。現行労災補償は、 

「稼働能力喪失」の一部を補償しているに過ぎ 

ず、決して十分なものとはいえません。被災者 

アンケートで「被災によって労災給付以外に事 

業主から何らかの補償を受けたか」の問に対し 

て「見舞金を受けた」とするもの42.0%、「な 

にも受けていない」とするもの38.1%となって 

います。「見舞金」にあっても「補償」を意味 

するものとは考えられず、「見舞金で済ませて 

いる」実態があります。

特に、アンケートのなかで「生活が苦しくな 

つた」としているものの大半は、「補償が少な 

い」と併せて「ボーナス•賞与が受けられない」 

「入院雑費の支出」を理由としており、ボーナ 

ス、賞与の具体的担保と入院雑費についても医 

療制度の改善等を求めています。

2 ObHf研.サブテーマ5 •匁災の現状とI川®A 
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(5) 「治ゆ」について

「治ゆJと「給付の中止」「障害補償Jは密 

接にかかわりあっている問題です。「治ゆ」は 

被災者からみれば「いつまで療養が続けられる 

か」「どこまで給付が受けられるか」を意味し 

ているものですが、労災法において「治ゆ」の 

概念が明確にされているものではなく、通達で 

は一般的に傷病に対して行われる「医学上一般 

に承認された治療方法をもってしてもその効果 

が朋待し得なくなった状態で、かつ、残存する 

症状が自然経過によって到達すると認められる 

最終の状態に達したとき」とされています。
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「治ゆ」をどのように考えているかとするア 

ンケート結果で、多くの被災者は「元どおりに 

直ったこと」「わからない」と答えていること 

は、支部レポートの多くが指摘しているように、 

制度と被災者の考え方に隔たりがあるといえま 

す。さらに、陣省補似を受けた被災者のなかで 

「治ゆ」後も通院を継続している実態がみられ 

ることは、健保•国保財政の圧迫を意味し、.被 

災者にとって「治ゆ」とは何であったかを考え 

てみる必要があります。

しかし、極一部の限られた被災者にみられる 

「いたずらに治療を続ける態度」は、労働者規 

律の観点からも批判されなければならないこと 

は当然のことですが、被災者が労働者としての 

自覚に基づいて「社会復帰」をはかる視点から 

指導が加えられていないところもみておく必我 

があります。

こうした状況を踏まえ、各支部レポートは 

「治ゆ」の概念のあいまいさと見直しを指摘し 

ています。とりわけ、一般的ft似と職菜性疾祕 

とは異なった考え方の確立を求めています。

(6) 「被災者は通院費用の請求できることを 

知らない」

各支部レポートの多くが共通して指摘してい 

ることは、移送費用の請求ができることを被災 

者が知らないことをあげています。通院•移送 

があれば当然に費用の負担がともない、補償の 

一環として給付すべきことは当然のことですが、 

しかし、一方で「窓口体制」「業務量Jから 

「これ以上の請求事案は職場が……Jと職場実 

態を明らかにしています。

各支部レポートは、窓口における適正な指導 

•費用請求制度の周知と行政体制の確立を求め 

ています。

(7) 「障害補償は不十分」

障害補償は、アンケートの結果として支部レ 

ポート全体が「補償の低さjを報告しています。 

特に茁い障害を残した被災者が「補似が少ない」

と訴えている実態は、給付額の全てが生活費に 

あてられていることをみておく必要があります。 

一時金受給者にあっても、一時金の性格上受 

ける金額はまとまったものであるものの「一生 

涯を補償する」の視野からみた場合には、あま 

りにも低额と言わざるを得ません。

被災者がアンケートのなかで

① 「わたしの人生はこんなに安くない」(20 

歳• 5級)

② 「休み明けで給付基礎日額が低かった」 

(30 歳)

③ 「障害補償も生活費に消えてしまった」

④ 「結婚前で……」

などと答えており、給付の低さを率直に述べて 

います。

谷支部レポートは、

① 給付基礎日額は現行の計算方法でよいのか。

② 補償として賞与•一時金を加味するべきで 

ないか。

③ 以低汕似給付丛礎U額は「顯Jといえる 

ものなのか。

④ 抜本的な等級•給付日数の改善 

を指摘しています。

労働语当局は、「わが国の労災捕似制度、と 

りわけ年金給付は、先進工業国にふさわしい国 

際水準に達した」としていますが、被災者が 

「不満」を指摘している実態に目を向ける必要 

があります。

(8)社会復帰にかかわる問題点

「社会復帰」とは、被災者が傷病の「治ゆ」 

をもって、再び働き始めることのみをいうもの 

ではなく、その人の能力に応じて、就労をも含 

めた社会生活全般が可能でなければならないこ 

とと考えます。

しかし、労働災害による被災者が「再就労」 

を社会復帰の一歩として対応しようとしている 

ことは、被災前は労働者としてその生活を守る 

ため働き続けてきた自信と誇りから当然のこと
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といえます。多くの被災者が、「以前のように 

働くことができるだろうか」「会社は自分を必 

要としてくれるだろうか」と不安や期待を抱き 

ながら療養生活を送っていることに目を向けな 

ければなりません。アンケート結果では、無回 

答を除く 59.2%以上の被災者が被災前とほぼ同 

様の賃金条件で、被災時と同じ事業場で就労し 

ていることを回答しています。一方、就労の場 

を奪われた被災者も少なくありません。

アンケートのなかで被災者は復帰に際して、

① 「自分の体力と障害から適したamが見っ 

からなかった」

② 「忙しいときは負傷したところが痛み、苦 

痛だった」

③ 「配置換えをされ賃金も低くなった」

④ 「上司の思いやりがない」

などと経験を述べています。

被災労働者からの社会復帰に際しての制度要 

求では、「就労訓練のできる共同作業所的なも 

のがほしい」「職業訓練の垛がほしい」「斟菜 

主に受け入れ体制を整えるよう貴任をもたすベ 

き」「アフターケアの範囲の拡大ともっと長期 

間に」等の声がだされています。

各支部レポートは、アンケート結果を踏まえ、 

社会復帰に向けた次のような広い範囲の施策を 

提言しています。

① 外科後措置•アフターケア制度の拡充、内 

容の充実及び契約医療機関の拡大

② 同一事業場•同一職種に復帰を基本とした 

制度の確立

③ 復帰後一定期問にっいて、就労時問の弾力

化•賃金援助制度の創設

④ 検査•診察•ケア制度活用のための休暇制 

度の创設

⑤ 社会復帰訓練施設•重度障害者の収容施設 

の拡充

いずれも「社会復帰」を促進し、ブランクを 

超えて就労を容易にするためにはs本となる施

策の提言です。

(9)監督署•基準局の窓口に対して

アンケート調査のなかで、被災者が監督署• 

基準局の窓口に対して比較的好感をもっている 

ことは、行政担当者として「自信」と「勇気」 

を与えてくれます。業務の増大と定員削減が進 

むなかにあっても窓口では、仲問の螌闘がある 

といえます。窓口を訪れる多くの被災者やその 

家族は、これまで指摘してきたように「悩みや 

不安」を持ちながら足を踏み入れています。窓 

ロへの「不満」の声にも耳を傾けながら時間を 

かけゅっくりと調査•指導ができる行政体制確 

立を追及すべきです。

IV !組合員メモからみた現状と問題点

すべての支部レポートに共通していることは、 

①労災行政が複雑•困難化しているなかでの行 

政体制の不十分さ、大幅増員を中心とした行政 

体制の拡充なしには、業務の遂行自体が困難に 
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なっていること。②業務上外や認定基準上の問 

題では、脳•心疾患の認定基準、いわゆる過労 

死の認定基準のわかりにくさの指摘。③適正給 

付管理対策の困難性と問題点の指摘でした。

ここでは一定整理しつつ「どのような共通し 

ている問題点があるか。J 「組合員の悩みがど 

こにあるのか。jなどを傾向的に把握していき 

ます。

1 行政の複雑困難性…法改正•定員削減etc 

共通している問題点は

① 労災業務全般が複雑すぎて大変であり、 

人員不足、体制整備が図られていない。

② 小規模署においては、課長以外若い組合 

員が多く日常業務に悩み苦労している。

③ 法令•通達の改廃が多く、それに伴う研 

修が実施されず、十分理解しないまま事務 

処理を行わざるを得ない現状にある。

④ 医学的判断を日常的に必要とされている 

が、医¥的知識が乏しいため悩み治労して 

いる。

⑤ 労災業務は、被災者や諸団体からの陳情 

があり、それに対応している職員は苦慮し 

ている。

また組合員からの声は

① 労災保険法改正は、複雑•多様化するの 

みで簡素化されず、受給者にメリットが考 

えられない、ただ保険経済の収支のみによ 

って改正している。

② 法令等の「改正」については、改正施行 

後にしばらく遅れて通達等が発出されたり、 

遡及して適用されたりすることへの不満、 

出先機関がしらないことが業界団体になが 

されているようなケースがあり不満を多く 

持っている。

③ 腰痛•頸肩腕症候群の認定基準が、10年 

以上も前のものであり実態にあわない。

④ 人員不足から机上審査が中心となり、十

分な調査ができない。

2 認定基準のわかりにくさ…業務上外、etc 

共通している問題点は

① 基準が複雑であると同時に、厳しすぎる。

② 「実態とあっていない」「基準があいま 

い」と通達に日々悩み疑問を感じ、不安を 

抱えながら業務をしている。

③ 「過労死」が大きな社会問題となってい 

るが、同時に行政を担当している私たちに 

とっても、複雑困難な事務処理が余儀なく 

され、高度な専門的知識と深い経験が求め 

られている。

また組合員からの声は

① 「脳•心疾患の業務上外に対する取扱い 

が改正された」とマスコミ等で大きく報道 

されたが、これまでの基準と大差なく請求 

人等からの期待と現実とのギャップに苦労 

している。

② 脳•心疚忠の認记で果務の過lliiiwにか 

かわって、記録等にっいて中小零細事業場 

においては、現実問題としてわからないと 

する意見が多い。

③ 労働者の働く環境は、長時問•過密労働 

が蔓延しており、それによって「過労死」 

が大きな社会問題になりマスコミでも連日 

大きく取り上げられている。実効ある労働 

基準法の運用など、労働時間の短縮に向け 

た行政の推進が求められている。

④ 認定丛準がどうあるべきかを実務経験を 

活かしたとりくみで見直し、改善を図る必 

要がある。

⑤ 認定基準が明確でない、線引きができな 

い、難しすぎてmできないれい組介ロが 

いる。

⑥ 認定にあたり、担当者任せになりっぱな 

しで、当局の対応に疑問をなげかけている。

⑦ 業務上外の判断は、非常に難しくもっと
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詳しいマニュアルを作成してほしい。

3 適正給付管理について

共通している問題点の指摘は

① 「症状固定」に理解を示してくれない医 

師■患者がいる。

② 指定医療機関等へ「症状固定」について、 

指導• PRが必要である。

③ 振動障害等の職業病については、認定に 

おける門は広くなってきているが、「症状 

固定」における判断は困難である。

これは、職業病に対する「症状固定」基 

準が一般傷病と同じ取り扱いであり：職業 

病については、個別に基準が設けられるベ 

きである。

④ 給付が必要と思われる人が早期に打ち切 

られ、必要ない人が長く受給しているケー 

スもみられる。

⑤ 地域の実情を加味して適正給付管理を進

めてほしい。

4労働福祉について

① アフターケア•外科後措置の科目、医療 

機関を拡大してほしい。

② 休業特別支給金の支払をやめて、休業補 

償1本にして8割給付の実現をしてはどうか。

③ 痛みを訴える患者に対する、アフターケ 

アを新設してはどうか。

④ 自賠責から休業補償等の支給をうけ、そ 

の上労災より特別支給金を支払することに 

疑問を感じる。

⑤ アフターケアは特定の傷病だけでなく、 

すべての傷病に適用してはどうか。

5 その他

① 労働者向けにわかりやすい、労災に関す 

るパンフレットを作成してはどうなのか。

② 特別加入制度の業務上外の判断基準を通
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達で示しているが、行政内部のものであり、 

一般特別加入者は、良く理解していないの 

でパンフレットを作成してほしい。

③年金資格者が、18歳で年金の資格がなく 

なるが高学歴化に伴い、20歳程度まで延長 

ができないか。

以上のような、声がメモ活動から出されてい 

ます。 く

I \
V ：労災補償制度の改善のために(案)

各支部レポート及び組合員メモによって明ら 

かになったように、現行労災補償制度は、被災 

労働者などの完全治療、生活保障、社会(職場) 

復帰、損害賠償などのその本質的な点において、 

多くの問題点と不十分さをもっています。私た 

ち全労働は、1983年8月「労災法改正検討委員 

会報告」、1984年9月「民主的労働行政実現の 

ための全労働の提言(案)」を発表し、労災補償 

制度改善の方向を明らかにしてきました。

また、1989年に開催された第19回全国行研集 

会の「労働者保護と行政通達」の中央報告にも、 

多くの問題点が指摘されています。

労災補償制度全体の改善方向はこれらの到達 

点を参考にすることとし、支部レポートに共通 

する点についての改善方向を明らかにします。

1 被災労働者の社会(職場)復帰

被災労働者の社会(職場)復帰は、被災労働者 

本人のみならず家族の切実な願いです。

また、現行労災法第1条では「…労働者の負 

傷、疾病、障害または死亡に対して迅速かつ公 

正な保護をするため…保険給付を行い…社会復 

帰の促進…遺族の援護…労働者の福祉の増進に 

寄与することを目的とする」と規定されており、 

保険給付事業と同様に、辻会復帰の促進にかか 

る事業を、労災保険事業の基本事業として位置 

付けています。

特集/労災補償制度の改革

しかし、その実効の確保のために設けられて 

いる条文は、わずかに同法23条があるだけで何 

ら実効性のあるものとはなっていません。

被災労働者の「再び社会復帰したいjという 

意欲を減退させず維持させ、社会復帰を促進す 

るため、適正給付管理のあり方も含め、きめ細 

かな援助ができる体制と、国と事業主の責任を 

叫確にした社会復帰対策の確立が必要です。.

また、被災労働者を元の職場に社会復帰させ 

るという労働組合のとりくみも現状では不十分 

といわざるをえません。フランスでは、労働の 

過程での事故•疾病により同じ仕事に就けない 

人に社会復帰をめざし職業訓練をする、職業訓 

練センターがあります。これは、CGT(フラ 

ンス労働総同盟)とパリの金属労働者が作り、 

労働者の賃金と研修費用は全て国が負担し、運 

営は労働組合がイニシャティブを持っています。 

労働組合の、企業と国に対するとりくみの強化

が必要であると考えます。

«改善すべき点»

① 被災労働者の傷病もしくは障害の状態に 

適した職業訓練施設、リハビリテーション

作業所の充実•增設をはかり、少なくとも 

すべての都道府県に1ヶ所は設置すること。 

あわせて、訓練中の被災労働者の生活保障 

を確保すること。

② 主治医の判断により治療を受けながら段 

階的就労または軽作業就労が可能な場合は、 

法的措置によりこれを事業主に義務付ける 

こと。

③ 被災労働者の希望に応じた職業紹介や職 

業訓練ができるよう、関係行政機関との連 

絡調整に法的根拠を設けること。

④ アフターケア制度の対象傷病を抜本的に 

拡充•改善し、「治ゆ」「症状固定j後も 

対症療法的治療が必要な被災労働者につい 

ては、アフターケア制度を適用すること。

2適正給付管理対策について

現在行われている「適正給付管理」は、「適 

正給付管理要綱」(昭和59年8月3日基発第391号) 

により全国統一的な給付管理を行うことになっ 

ています。この「適正給付管理」について、第 

19回行研中央報告は、「その基本は給付の公正 

さをうたっているものの、実質的には給付改善 

措置ではなく、被災者、診療機関に対する締め 

付けによる早期打ち切り促進以外のなにもので 

もないことは明白なところです」と指摘してい 

ます。

これらのことは、今回の支部レポートでも多 

くの支部から指摘されています。さらに、適切 

な社会復帰への施策もなく、「治ゆ」認定後の 

適切なフォローもないまま、単に「打ち切り」 

を促進していることに対する職場組合員の苦慮 

している状況も報告されています。

こうした状況のもとで「適正給付管理」につ 

いてどのように考えるべきでしようか。 

«「適正給付管理」はどうあるべきか»

① 労災補償制度は、前記2で述べたとおり、 

憲法の理念「とりわけ生存権保陣の理念に 

立脚して展開されるべき」であり、現行労 

災保険法上の「治ゆ」「症状固定」の概念 

をふりかざしての、一方的• 一律的「打ち 

切り」には反対です。

一人ひとりの被災労働者のおかれている 

状況や、症状の状態を正確に把握すること、 

そしてその中で、被災労働者が一人の労働 

者として自覚的に「治ゆ」「症状固定Jを 

とらえ、社会に復帰していくための励まし 

や働きかけを耐えず行うことが必要だと考 

えます。

同時に、「いたずらに長期化jすること 

を認めるものではなく、明らかに「治ゆ」 

「症状固定」の場合は当然「治ゆ」「症状 

固定」として対処しなければならないこと 

も明らかです。
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したがって「目的もないまま、いたずら 

に『長期化』する」状態をつくりださない 

ためにも、キメ細かな行政の侧からの働き 

かけと、行政サービスの充実が求められて 

いますし、社会復帰対策の確立をはじめ労 

災補償制度の改善が求められています。

② 「打ち切る」ための「適正給付管理」で 

はなく、被災労働者のおかれている状況を 

正確に把握し、状態に応じた給付をし、社 

会復帰につながるための文字どおりの「適 

正給付管理」が求められています。

症状を正確に把握するという場合、被災 

労働者の症状に起伏がありますし、同じ傷 

病でも症状のあらわれ方は様々であり、症 

状の部位を限定的にみてはならないという 

ことも重要だと考えます。

本来労働者は働くことに萏びを感じるも 

のです。「いたずらに長期化」するのは、 

働くことの喜びの条件を、客観条件的にも 

主体的にも喪失した状態になるからだと思 

われます。

一方的•一律的「打ち切り」はしない、 

という立場と、「いたずらに長期化」する 

のは許さないという立場を統一的にとらえ、 

自覚を高める援助が必要です。

③ 私たちの職場の現状は、あいつぐ定員削 

減の強行など行政体制がますます不十分に 

なっている一方、複雜•困難な業務の増大 

で、破災労働者によく接して症状を正しく 

把握することや、労災補慣制度の説明、社 

会復帰への意欲を持ってもらうための働き 

かけ等、キメ細かな行政サービスはほとん 

どできない状況にあります。こうしたこと 

から被災労働者の中には、制度をよく理解 

することができず、社会復帰が遅れる場合 

もあり、また、中小零細企業では、災害発 

生率も高くなっていますが、ここでの多く 

の労働者は労働組合にも組織されておらず、

被災すれば退職していかざるをえない状況 

も多数存在しています。そしてそのことに 

よって、労災補償制度にっいてよく知らさ 

れないし、II:会復帰もよりW難になり、結 

果として「長期化」している人も少なから 

ず存在します。

さらに、有効な社会復帰の施策がないた 

めに「長則化」している埸合もあります。

④ 労働省が「労働者の福祉をはかるJこと 

を任務とし、そのために「労働条件の向上 

および労働者の保護」を「一体的に遂行す 

る責任を負う行政機関である」と労働省設 

置法で示しているとおり、労働行政の本来 

あるべき姿は明確にされており、特に、対 

人行政という特質を持っ労働行政の中で、 

個々の被災労働者の生活や生命を直接対象 

としている労災補償行政にあっては、行政 

対象であるべき被災労働者の立場を可能な 

かぎり理解し、その保護のための行政を展 

開していく必要があるのは当然のことです。

⑤ 以上の考え方にたって「適正給付管理」 

を進めるうえで、大幅増員を中心とした行 

政体制の確立が強く求められていることと 

同時に、現行の「治ゆ」「症状固定」の概 

念の見直しも必要です。とりわけ現行の

「治ゆ」「症状固定」の概念は、一般的な 

外科的負傷も職業性疾病等も同一であると 

いう問題があります。

一般的な外科的負傷と職業性疾病等とは 

異なった考え方の確立が必要だと考えます。

3通院費について

通院?Vについて、各支部レポートに共通して 

指摘されていることは、「知らなかった」と回 

答した被災労働者が非常に多いことです。

また、「人員に比べてこれ以上業務量が増大 

しては職場が持たない。J 「業務量のことを考 

えると、PRしたくても踣跗する。Jという苦 
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悩もにじみでています。

しかし、被災労働者の経済的負担の軽減を図 

るという点や、不十分ながらも現行制度として 

ある以上、積極的な周知が必要と考えます。

また、現行の通院費の支給基準では、結果と 

して医師選択の自由が狭められる可能性があり 

ます。

«改善すべき点»

医師選択の自由を法律上明文化するととも 

に、必要な通院費用は全額支給すること。

4いわゆる「過労死」について

いわゆる「過労死j問題は依然として大きな 

社会問題となっており、その数は、「厚生省の 

統計などからみて、年間1万人を超える過労死 

が発生し、療養中の被災者を含めれば数万人と 

いわれています」(「過労死と企業寅任j •川 

人博著)そして「過労死」事案の労災請求も着 

実に増加してきています。

「過労死」を生み出す背景は、第4テーマ 

「労基法改定後の労働者の実態と問題点jの屮 

央報告で述べているとおり、長時問•過密•不 

規則•反生理的労働の存在であることは明らか 

です。そしてこれらの労働がバラバラではなく、 

一体として結合している点が大きな特徴である 

と考えます。

そして統計上でも長時間労働であるのに、今 

回のアンケート調査では、統計に表れない「サ 

ービス残業」「風呂敷残業jの実態も明らかと 

なり、異常な超長時問労働によって、労働者の 

健康破壊が進んでいることも明らかとなりまし 

た。

一方、企業の労働者の健康に対する無責任さ 

も問題です。私たちは日常の業務を通して、法 

定の健成診断も実施していない企業が少なから 

ずあることを知っています。また、健康診断結 

果に対する企業の対応•対策が十分とられてい 

るとはいえません。したがって、法規制によっ 

て対策を強化すべきですが、当面、通達で指導 

強化を図る必要があると考えます。

循環器系疾患の悪化は、今日の医療技術の水 

準では、予防可能な場合が数多くあることがし 

ばしば指摘されています。したがって、健康診 

断結果に対して企業が十分な対応•対策をとる 

なら、もっと予防できるはずです。

さらに、長時問•過密.不規WJ.反生理的労 

働の存在を許している労働組合の責任も重要で 

す。とりわけ、長時間•過密•不規則•反生理 

的労働を加速させる「減量経営」を、労使一体 

となって展開してきた連合の責任は重大です。 

あわせて、深夜労働•交替制労働•変形労働等 

の変則労働を認める現行労基法も問題です。 

「交替勤務、とくに夜業を含む交替勤務には生 

理的にも社会生活上も無理なく適応をはかるこ 

とは不可能である」(1987年日本産業衛生学会 

「夜勤,交替制勤務に関する意見書」)ことは 

明らかです。最近は、女性の過労死も問題にな 

っていますが、これも女性の深夜労働が緩和さ 

れたことと無関係ではないと考えます。

「過労死」を予防するための具体的な提言と 

認定基準改善の基本的考え方は、第4テーマの 

中央報告を参照していただくこととし、ここで 

は、現行の「脳•心疾患の認定基準」の若干の 

問題点と当面の改善方向を提起します。

«問題点と改善の方向»

① 現行認定基準は、業務による明らかな過 

重負荷として、「異常な出来事に遭遇した 

こと」としで「極度の緊張、興奮、恐怖、 

驚愕等の強度の精神的負荷…突発的又は予 

測困難な異常な事態…jを例示しています。 

そもそも一生の問に二度と遭いたくないよ 

うな出来事(命の瀬戸際論)を基準にかかげ 

ること自体、認定に関する姿勢そのものを 

疑わざるをえません。したがって、行政と 

しての考え方を明確にするとともに、ただ 

ちに撤廃すべきです。
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② 現行認定基準は、過重負荷を、「日常業 

務に比較して、特に過重な業務に就労した 

こと」とし、さらに「過重な業務とは…当 

該労働者のみならず、同僚労働者又は同種 

労働者にとっても、過重であると判断され 

るもの」としています。

そのため「通常の業務」それ自体が「血 

管病変等の增惡」をもたらす過道労働であ 

ったとしても、それが通常の業務の程度を 

著しく超えないかぎり業務上にはならない 

ことになっています。

職種や業務内容によっては、発症の危険 

性が高いものとそうでないものがあること 

は医学的にも当然考えられることです。 

(たとえば、「通常の所定業務」が交替制 

勤務であるとか、夜勤専門である場合等) 

認定にあたっては、当然この点を考慮でき 

るようにすべきと考えます。

③ また、かなり「過重な業務」に一定期問 

従事していても、「発症した労働者だけが 

過重な業務に従事していたのではない」と 

いう现由で業務外になります。

「だれも発病していないのに一人だけ発 

病したのだから、その原因は個人的•私的 

なもの」という考え方は合理的ではありま 

せん。

「発症した労働者にとって、その労働が 

どれだけ過重な精神的、肉体的負担となっ 

ていたか」を問題にすべきと考えます。

④ 発症と業務との関係について、「発症直 

前から前日がもっとも密接、次いで一週間 

以内」としています。

この「一週問以内」という限定は、医学 

的にも何の根拠もないことは明らかです。 

そもそも腦出血やくも膜下出血など脳血管 

疾慰、心筋梗塞症など虚血性心疾患等につ 

いて、種類の違う病気を'-律的に「一週間 

以内』と限定することに問題があります。

5行政運営と行政体制

各支部レポートに共通して強調されているの 

は、大幅増員と、研修の充実です。

① 7次にわたる定員削減の結果、そもそも 

対人行政であるという行政の性格からして、 

その影響ははかり知れないものがあります。 

職員の労働強化はもとより、必要な行政サ 

—ビスができなくなっています。

労災法の目的とする被災労働者保護の行 

政を真に遂行するためには、大幅な増員が 

早急に求められています。

さらに労働保険を真に労働者•国民のも 

のにするため、なし崩し的な適用拡大では 

なく、行政体制を確立した適用拡大、未手 

続き事業場の一掃が求められています。 

また、民主的な行政をすすめるためには、 

行政対象である被災労働者の声や第一線業 

務に従事する職員の声についても十分耳を 

倾け、行政運営に反映させる必要がありま 

す。

② 労災行政は、労働者の生活と権利に直接 

結びつく行政であって、公平で迅速•適正 

な対応と処理が求められます。このため業 

務処理に必要とされる労災法•徴収法はも 

ちろんのこと、熟知しておかなければなら 

ない関係法令はきわめて多数にのぼってい 

ます。さらに医学上の知識も不可欠です。

また、労災法施行以来、数次にわたる 

「改正」が行われるとともに、膨大な量に 

およぶ各補通達があります。

労働者や事業主からの、行政に対する期 

待や要請に伴う困難性もあります。とりわ 

け労働行政が後退する中で、被災労働者の 

要求と、職務との板挟みで苦慮しているの 

が現状です。

このような高度で哿門的な知識を必要と 

し、かっ困難な業務処理に要求される資質 

は、いずれも体系的•系統的に実施される
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研修によって得られるべきものです。しか 

し、現行の研修は質的にもS的にもきわめ 

て不十分です。経験の積み重ねや、個人的 

な努力に大きく依存している現状は、早急 

に改善されなければなりません。

VI 'おわりに

被災者アンケート結果や各支部レボートに指 

摘されているとおり、現行労災補旧制度は、 

「人たるにふさわしい生存を保障するもの」で 

あるべき本来の労災補償制度からみるならばき 

わめて不十分であり、補似水準も決して现行の 

ままで十分とはいえません。

今回の中央報告での「改善方向」は、限られ 

た範囲にとどまっており、より全面的な内容に 

ついては、「労災法改正検討委員会報告」や 

「民主的労働行政実現のための全労働の提言 

(案)」を参考にしていただき、本中央報告とあ

わせて議論されることを期待します。

さらに今回の調査•研究を通じてあらためて 

明らかになったことは、あいつぐ法「改正」が 

行われたり、さまざまな通達が発出されるとい 

う状況のもとで、労働行政の本質をふまえた、 

批判や学習の取り組みが日常的に行われること 

が重要だという点です。

民主的行政を確立するためには、私たち自身 

も、職場での議論を通して、法「改正」や通達 

のねらいや本質を見極める“nと力”を身にっ 

けることが求められています。

そして日常業務の遂行にあたっては、被災労 

働者の立場にたち、「迎用方法や選択の幅」に 

可能なかぎり工夫をこらしていくことが大切だ 

と考えます。

日常的な行政研究活動の前進のため、全匁働 

各級機関幹部の目的怠識的な取り組みが求めら 

れるところです。(以下略)

2 〇回行研•労災補價の現状と間和戍

小 目 九人まで 九人まで 九九人まで 千人以上 ギ明 計
問 8 D本人•家族で手械き 82 85 25 2S と 241
始災時 S)事業場担当者に依扣 711 899 264 30C 61 126 7( 2431
請求は 涵想 12 4 1 2 1 1 21
どう ®知人•友人 18 29 ～61 11 1 4 69
したか 1)その他 44 34 14 7 2 2 1 104

無回f 2 8 1 -1 2 5 22
小 St 869 105S 31C 352 6^ 13S 9C 2888

九人まで 四九人まで 九九人まで H九九人迄 九九九人迄 千人以上 不明 計
開 14 如けた- 328 423 131 154 3S 82 26 1183
林期 :g)受けていない 339 358 84 86 7 12 27 913
二日間 I)不明 134 60 82 1^ 26 13 504
蝻演を 無回答 63 72 28 25 6 16 2S 23S
受けたか 小 計 864 1028 303 347 66 136 95 2833

九人まで 3九人まで 九九人まで 3九九人迄 九九九人迄 千人以上 ギ明 計
閃 15 労災上W補烺受けた 56 75 43 ～3^ 1C ～23 8 260
祐災 迈い金を受けた 391 471 123 143 22 51 26 1227
拿篥場 a拔利•不孰で袖價受 3 14 1 1 2 2 23
上り ©なし 342 403 122 135 33 38 39 1112

なんらかの 忌その液 20 17 16 14 1 6 4 78
础償を 1回答 68 80 17 23 2 11 15 216
受けたか 小 st 880 1060 321 355 69 137 94 2916

九人まで fa九人まで 九九人まで 九九人迄 九九九人迄 千人以上 不明
叻 2 〇 :災時と间じ会社に 344 349 140 192 37 89 29 1180
治ゆし め別の会社に助務 50 58 18 14 3 1 6 150

ft事就いた 放業中～ 107 128 30 30 8 5 13 321
fow先 5)その他 103 113 29 31 6 12 7 301
どこか 味回客 193 210 62 65 13 22 23 588

小 s十 797 858 279 332 67 129 78 2540
九人まで 四九人まで 九九人まで 3九九人迄 九九九人迄千人以上 不明 計

M 2 3 b同K棟で货金Sく 16 9 1 4 3 33
间会社 ②W職種でtt金不变 281 363 ~I5T ~R3 ～55 ～2〇 971
と回答 ©同賦神でW金安く 16 21 5 10 1 8 61
«榷 め配托換えで货金布く 2 2 1 1 1 7

金 換えで货金不変 14 44 23 25 5 13 2 126
の変化 でK金安く 11 21 9 14 3 12 70

⑦その 1也 7 5 5 1 1 4 23
概回答 114 117 36 43 10 12 15 347

小 計 461 582 175 225 45 106 44 1638
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«資料■被災者アンケートから»

［問21］治ゆ(症状固定)し、社会復帰する際、 

最も苦労されたことは何ですか。

1身体に負担がかからないように作業してい 

ると、怠げているように思われたこと。

2自分の思っている仕事が、内容等の点で、 

なかなか探しにくかった(体力的、心理的不 

安)〇
3よくつまずいて転びそうになった。仕事も 

わかっていても思うように手が動かず、大変。 

(40代■製造業•男)

4少し爪があたると痛く、靴がはけなかった 

ので、足が悪いことが面接でばれ採用されな 

かった。(40歳•遲送係•男)

5完治してから出動したかったのですが、そ 

れでは一銭の収入にもならないので、痛みを 

我慢して出勤したこと。(扣代■飲食店•女) 

7右手が使えず苦匁が多い6しかし、転職す 

る自信がないので。(40代•建設業•男)

8勤めていた会社が、もう一度採用するのを 

少し渋った。(20代•女)

9痛みが残ったものの、外見上は健旗人と同 

様に見られ、上司•同僚に理解されなかった 

こと。治療中にもかかわらず、業務の配慮が 

まったくなく、痛みをこらえて仕事をした。 

(30代•栄養士 •女)

10入社問もなかったことから、会社の信頼を 

失ったことと、完全な状態でなかったことか 

ら、また同じ事をするのではないかと不安が 

っきまとう。(40代•製造業•男)

11怪我をした機械を使用するときに、前のよ 

うに使えなかった。(20代•製造業•男)

12心身共にハンデ、日常生活に不自由さを来 

したことにより、家族と不協和音が付きまと 

う〇⑽代.嘱託.男)

13長い間会社を休業し、営業所から本社勤務 

に変わったことで、人間関係のコミュニケー 

ションをはかることが大変でした。

14忠うように体が勋かないため、怪我をする 

前より自分がいやになったりした。

15大勢で出張することがあるので旅館での入 

浴が苦痛だった。

16作業能率が以前より落ちるので、同僚たち

とのチームワークが良くできるか心配した。

17現状でできうる仕事を探すこと。現会社で 

も「いつやめるようにJといわれるか覚悟し 

ている。

［問22］社会復帰に際して「このような制度が 

あれば」と希望すること。

1体にあった仕事があれば良い。 

2社会復帰した人に対する特別な労働時間制 

度 '

3社会復帰してしばらく様子を見る期間を作 

って、身体が対応できるまで保障してほしい。 

4義肢等がもっとリアリティーがあってほし 

かった。

5社会復帰したときの公的保険(年金•健康 

保険)の本人mnをある枵度免除してほしい。 

6私は货似してから2ヶ月問一銭の収人も入 

らなかった。何とか切り抜けたけど、何らか 

の機関で立て替えてもらうような制度があれ 

ばと思った。保陣があり次第返すとかの制度 

です。

7退院後のリハビリの制度か施設があれば、 

現場復帰がもっと早くできると思う。相談の 

窓口みたいな所があれば良い。

8再就職したいときの資金の借入制度があれ 

ばいい〇

9労働省指定の職場があれば助かる。 

10どういう職場に就けるかという情報。

11让事をやっていくための適iE検査。 

［問24］ 「治ゆ」「症状固定」とされたことに 

ついての病院、監督署への不満はありますか。 

1転医したらすぐ症状固定となる。

2内容を本人に判るようにしてほしい。

3請求してから補償を受けるまでの期問が長 

い〇

4もっとリハビリを受けたかった。

5通院中にもかかわらず、治ゆではないかと 

監督署に呼び出された。

6労働荇を助けるための制度であるが、少し 

でも¥ く打ち切りたいという態度がみられる。 

7動くように再手術してもらいたかった。 

(治療中止)

8補助器具のことですが、もっと進歩してほ 

しいと思った。私は梠の切断ですが補助器貝
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は全く用をなさない。

9各病院での対応が遅すぎること。また、監 

督署は労災期限にこだわり労災打ち切りを急 

ぎすぎるように思われる。復帰後も通院した 

かったが、’労災期限切れで実費通院となるた 

めできなかった。

10治ったと言われても、労働している人にと 

ってはただ歩けるようになっただけで、職種 

によって差がある。労災保険とは保険会社と 

は異なるものでなければと思う。

11これで、かたわと思いました。完全に治る 

まで通院させてほしかった。

12長い問お世話になり、仕方がないと思って 

おります。

13医師の言うような治ゆの方向にはならず、 

治ゆ時の医師の判断ミスによるものではない 

かと思われる。医師への不満はある。

14病院、監督署の方にはいろいろはげまされ 

てとってもうれしいと思っています。

15休業打ち切りが早すぎる。

16設備のととのった病院に入院したかった。 

17病院のリハビリ職員の不足。

18アフターケアに変わり、月に2回と言われ、 

2回以上になると自分で出さなければならな 

い。

［問27］被災して最もつらかった経験、苦しか 

ったこと。

1早急に病院に連れていってほしかった。す 

ぐ手術できなかったこと。

2監督署からの休業補似の支給に期問(3ヶ月) 

がかかり、その間口ーンの支払等に苦労した。 

3結婚前であったので、それまでに治るかど 

うか、傷跡が残るかどうか苦しんだ。

4入院したかったが、家小をする人がいなく、 

苦痛に耐えて家事をしたこと。

5元請けから嫌みを言われたこと。 

6事業主からいたわりの言葉がなかったこと。 

1療残中に同僚が昇格したこと。

8被災を埋山に全Wに迷惑をかけたとして、 

大阪に転勤させられたこと。

9職長での立場での辛さと、企業が行った安 

全研修会に出席しての辛さがあった。 

10災害の話があるたびに話題になること。

11お昼の休憩中に歩行していて骨折したので、 

職場の人や会社に対して大変迷惑をかけたと 

いう精神的な負担があり、苦しかった。また、 

家庭の主婦でありながら、娘•主人に世話を 

かけたことが辛かった。

12外部公表の災害発生状況が事実と違ってい 

たことにより、名營が著しく傷つけられた。 

13通院が自分一人で行けなくて、家族に送り 

迎えでいちいち手数をかけたこと。

14利き手、利き足のため、まるっきり別な生 

活を強いられたこと。トイレ、入浴時にも難 

儀を感じた。

15本人がどんなに努力しても、家族が頑張っ 

ても、元の体に戻らないということ。

16子供たちに申し訳なく、夏休みなのに遊び 

にいけなくなったこと。

17時問がたつにつれて、仕事面で待遇が惡く 

なってきたこと。

18初めての病院生活は苦しかった。妻にも苦 

労をかけた。

19将来の不安が生じたこと。

［問28］給付内容についての意見•要望 

1铺似を受けるまでに日数がかかりすぎる。 

2補償が少ないけれども、規定があるから仕 

方がない。

3休業補償の算定にあたっては、賃金をよく 

調査してほしい。

4療養給付を受けられない治療(はり•漢方 

等)への補償を希望する。

5症状固定で労災認定を受けたが、一生症状 

を背負っていくことになるので、もっと補償 

金が高くてもよい。

6給付とは、どれだけの額と期問が受けられ 

るのか知りたい。使うことがほとんどできな 

い指なのは、ほぼないと同じようなのに、補 

償がマニュアルどおりの給付内容だ。

7知識のないものでも簡単に手続できる場所 

(ーヶ所)があればいいなあと思いました。 

8給付の内容は、被基者には判らない。

9 一時金でなく分割して長く支給してくださ 

れば良かったと思います。

10他の保険と労災の障害等級が違う。

11貸し付け、暫定支給をしてほしかった。■
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タルクに含有したアスベスト吸入で悪性中皮腫

大阪のゴ厶製造労働者に日本ではじめての労災認定

アスベスト(石綿)による健成被害の救済を目 

的に、アスベスト規制運動の一環としてアスベ 

スト•職業がん11〇番が昨年7月に実施され、 

これをきっかけに大阪でも労災認定や損害賠償 

などに取り組んできた。その中の一つとして、 

石綿そのものではないが、石綿を含有しその危 

険性が近年指摘されてきていた「タルク」粉じ 

んを吸い、石綿肺と悪性胸膜中皮腫を発症した、 

堺市の故大塚信太郎さんの件について、主治医 

からの相談を契機に咋年10月に労災申誦し、認 

定に向けて協力してきていたが、4月24日、堺 

労働基準監督署は業務上疾病として認定した。 

大塚さんは、大正6年生まれで昭和17年から 

秋山ゴム(大阪市福島区野田付近)で地下足袋、 

合羽、長靴などのゴム製品製造に従负した。生 

ゴム原料を切断し、ロール機でゴムシートにし、 

これを切断、加工して製品に仕上げていくが、 

この際、ゴムシートが互いにくっつかないよう 

に「打ち粉」としてタルクを使用していた。こ 

のとき、マスクはほとんど使わず、使ったとし 

ても衛生マスク程度だったという。粉じん物質 

としては他にも黒鉛なども使用していた。

空襲で焼け出され、一時、工場は千早赤坂村 

に移転、昭和20年代後半には、堺市戎島に移り、 

昭和37年に経営不振で日本ゴム(現社名はアサ 

ヒコーポレーション)に吸収され同時に閉鎖さ 

れるまで大塚さんは現場で働いた。その年に、 

新大阪ゴム(大阪市西淀川区千舟付近)に転職、 

ここでは製造部長を勤め、ほとんど現場作業に 

はタッチしなかったが、昭和47年頃の検診で 

「じん肺」を指摘されていたという。昭和48年

関西労働者安全センター

倒産とともに退職した。 ,

大塚氏の生前のお話によると、息苦しさは年 

齢を重ねるにしたがってあったということで 

「太りすぎかなとも思っていた」という。その 

後、悪性中皮腿という不治の病魔に襲われるこ 

とになった。惡性中皮肺はアスベストを原因と 

する疾病といわれているが、職歴上アスベスト 

を扱ったことがないことが壁だったが、職歴に 

っいての本人、同僚の閒き取りから、アスベス 

卜を含有している「タルク」に行き当たった。

生前、閒き取りやお見舞で何度かお会いした 

が、そのたびごとにしんどさがましておられる 

ようだった。特に胸の痛みを強く訴えておられ、 

心中察するに余りあるものがあった。ご家族も 

大変心配されていた。

労災申請は、最終事業場が堺市ということで 

堺労基署に申請した。労基署でも症状や職歴を 

前向きな姿勢で調査し、前例がないにもかかわ 

らず、因果関係が明確なことから今回の認定と 

なったと思われる。

タルク中のアスベストによる健康陣害のうち 

肺がんについては、昨年5月に労働保険審査会 

でやっと労災認定された事例がある。これは、 

泉大津市のオーツタイヤの労働者で泉大津労基 

署が不支給処分としていたもの。したがって、 

今回の大塚さんの場合は、タルクによるものと 

しては2例目、悪性中皮腫では初めてのケース 

ということになる。学会でも報告例はないとの 

ことで、タルクの危険性と石綿被害の広がりを 

示すものとして注目される。今後、タルク中の 

アスベストについてもきちんとした規制が設け
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タルク含有アスベストで中皮腫—

充填剤,塗被剤,顔料

充填剤,增鲎剤,仕上げ剤

補強充填剤,増量剤,加工性增進剤,打粉剤

希釈分散剤,効果持続性増進剤

外用散剤,軟コウ剤,整型,ろ過增進剤

顔料,沈降防II:剤,觀剤,流動fl州進剤
基剤,顔料,滑り剤

充填増加剤

顔料,可塑剤,充填剤

窯業,ガラスエ業などにおける白色彩薬,磁器原料,打粉剤

られるべきだと考える。なお、以下に、今回の 

問題に対して協力して取り組んだ熊谷信二氏 

(大阪府立公衆衛生研究所)にタルクとアスベス 

卜について、故大塚さんの主治医大成功一医師

(私立堺病院内科)に臨床医としての報告をよせ 

ていただいた。 ■

(「関西労災職業病」92年4月号から転載させて 

いただきました。)

タルクとアスベスト関連疾患

大阪府立公衆衛生研究所 § {g

2、3年前に小学校の天并や壁の吹き付けアス 

ベストが問題になりましたが、その時に新間な 

どで品質の惡いベビーパウダーにはアスベスト 

が含まれているという報道があったことを記憶 

しているでしようか。これはベビーパウダーの 

原料であるタルクに不純物としてアスベストが 

含まれているためです。大阪で1942年から20年 

間ゴムエ場で働いていた労働者が石綿肺と悪性 

中皮腫になり、今年2月に亡くなられました。 

ゴム製品製造過程では充てん剤や打ち粉として 

タルクを使います。安全センターではタルクに 

含まれるアスベストが原因と確信し、昨年10月 

からこの労災認定に取り組み、この問題をきっ 

かけにしてタルクについて調べてみました。

タルクとは

タルクというのは「滑石(かっせき)」とも呼 

ばれている白い石です。含まれる不純物の種類 

によっては少し緑がかった色をしています。昔、 

地丽に絵を描くのに「ろう石」を使いましたが、 

それがタルクや葉ろう石です。産業用には原石 

を粉砕して非常に細かい粉にして使用します。 

産業利用の分野は表1に示すように多岐にわた 

っています。ゴム製造では充填材としてゴムの 

中に混ぜたり、ゴム同士がくっつくのを防ぐた 

めに打ち粉として使用します。製紙用にも使わ 

れ、充填、つや出し、インキの散り防土、なめ 

らかさの向上などの役割を果たしています。ま 

たベビーパウダーや「おしろい」はまさにタル 

クそのものです。その他に白い色をしているの 

で顔料などにも使用されます。

日本にも北海道、岩手、福島、茨城、群馬、 

埼玉、静岡、岐阜、奈良、和歌山、兵庫、岡山、

表1タルクの産業利用
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「石綿•ゼオライトのすべて」環境庁監修135頁
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表2タルク及びベビーパウダー中の共存鉱物と石綿の定量比較

◎主成分◎やや多い〇微量• trance(<0.1%) -無し又は測定限界以下

「石綿•ゼオライトのすべて」環境庁監修140頁

試料 名 産 地

構 成 鉱 物

石綿含有量

クリソタイル

夕

ル

ク

緑

泥

石

ク
リ
ソ
タ
イ
ル

角

閃

石

雲

母

石

英

タルク 1 米国(カリフォルニア) ◎ 一 —

2 米 国(モンタナ) ◎ ◎ t.rance
3 中国(岫岩•広西•海城) ◎ 〇 〇 0.85%
4 中 国(不 明) ◎ ◎ 〇 0.95%
5 日 本(秩 父) 〇 ◎ ◎ 〇 —

6 中 国(遼 寧) ◎ ◎ —

7 キ スタン ◎ 〇 一

8 北朝 鮮(利 原) ◎ 〇 〇 2.6%
9 中 国(岫 岩) ◎ 〇 〇 〇 〇 0.25%

10 韓 国(忠 州) ◎ 〇 trance
11 中 国(広 西) ◎ 〇 一

12 中 国(広 西) ◎ 〇 一

T 1 中 国(海 城) ◎ ◎ 〇 1.2%
T - 2 朝 鮮(不 明) ◎ 〇 0.15〜0.2 %
T 3 朝 鮮(不 明) ◎

T - 4 中 国(満 州) ◎ 〇 0.5 〜0.55%
T - 5 朝 鮮(不 明) ◎ 一

ベビーパウダー

A 社 ◎ 〇 〇 • 〇 0.4%
B 社 ◎ 〇 〇 1.8%
C 社 ◎ —

D 社 ◎ 〇 〇 • 曇 0.4%
E 社 ◎ 〇 〇 • 0.3%
F 社 ◎ ◎ 〇 0.9%
G 社 ◎ ◎ 一

タルク中の

アスベスト

タルクの産状に 

はふたつあります。 

ひとつはドロマイ

卜やマグネサイト 

などの石灰質岩石 

が熱水変質作用を 

受けてタルクにな 

ったもの、そして 

もうひとっは蛇紋 

岩などの起塩基性 

岩が熱水変質作用 

を受けてタルクに 

なったものです。

蛇紋石系のアス 

ベストであるクリ 

ソタイルはタルク 

と同種の成分(マ 

グネシウム、ケイ 

素、酸素、水素) 

からなり、安定領 

域はタルクと接し 

ているため、タル 

クと共存すること 

がしばしばありま 

す。また不純物と 

山口、愛媛、高知、徳島、福岡、長崎、熊本な 

どに多くのタルク鉱山がありましたが、現在は 

関東と兵庫などのわずかの鉱山が稼働している 

だけです。国内生産量は1948年の1.3万トンか 

ら74年の17.8万トンまで増加しますが、以降減 

少し、85年には2.4万トンになっています。輸 

入量は1948年の600トンから増加し続け84年に 

は約60万トンになっています。輸入元は中国、 

韓国、インド、米国、オーストラリアなどです。

してカルシウム’や鉄を含んでいる場合には、卜 

レモライト、アクチノライト、アンソプイライ 

卜など角閃石系のアスベストも共存しています。 

表2にタルクの分析例を示します。主要な輸 

入元である中国産のタルク8種類中5種類に、ま 

た韓国•朝鮮産のタルク5種類中3種類にクリソ 

タイル(0.1〜2.6%)が検出されています。また、 

中国産、韓国産、各1種類では角閃石が検出さ 

れています。この分析では角閃石の種類までは 
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同定していませんが、アクチノライト、アンソ 

フィライト、トレモライトなどの角閃石族のア 

スベストの可能性もあります。日本産のタルク 

については秩父(埼玉県)のものしか分析例があ 

りませんが角閃石がかなり含まれています。表 

2には国内で使用されていた7種類のベビーパ 

ウダーの分析結果も示していますが、5種類に 

はクリソタイル(0.3〜1.8%)が、また3種類に 

角閃石が検出されています。以上の分析結果は、 

国内で使用されているタルク中にかなり一般的 

にアスベストが含まれていることを物語ってい 

ます。

また、国内産のタルクは上述した産状の後者 

のタイプであり、その分布は蛇紋岩の分布と一 

致しています。このためか、蛇紋岩を粉砕した 

ものが、タルクという名前で市販されている場 

合があると閒きます。したがって、蛇紋岩系の 

アスベストであるクリソタイルが相当含まれて 

いる可能性も考えられます。

タルクによる健康障害

タルク鉱山などで働く労働者にじん肺(タル 

ク肺)が発症することは占くから知られていま 

したが、不純物であるアスベストに起因する健 

康障害もタルク労働者に見られ、最近注目され 

ています。

旧東ドイツの中央労働医学研究所のコネツケ 

氏らは、同国の癌登録より、197〇〜75年までの 

6年間に悪性中皮腫として登録された915人にっ 

いて、アスベスト暴露との関連を検討していま 

す。全ケースの36.7%が職業的にアスベストに 

暴露されており、さらに非職業的にアスベスト 

に暴露されていた人及びアスベスト暴露の可能 

性のある人を含めると、46.1%のケースでアス 

ベスト暴露との関連が考えられました。職業的 

にアスベストに暴露されていたケースの中にア 

スベスト含有タルクを扱っていたケースも含め 

られており、19.6%を占めています。それは洩 

性中皮腫の全ケースから見ると7.2%を占めて 

おり、具体的な職業としてはゴム•タィヤ輕' 
化学産業、製紙業、紡織業、革産業、製薬業な’ 

どがあげられています。

ニューヨーク州環境疫学労働衛生局のビアン 

ナ氏らは、ニューヨーク州の中で悪性中皮腫の 

罹患率が高い6つの郡において、患者の職歴な 

どを調査しています。31ケースの中で24人がア 

スベスト暴露の可能性があり、このうちタルク 

との関連では男性のタルク鉱山4人、製紙工場3 

人、農業7人が、女性のタルク労働者があげら 

れています。

オーストラリアの労働者補償委員会のバーネ 

ス氏らは、同国で196〇〜72年の間、装飾品製造 

に従事していた労働者の悪性胸膜中皮腫につい 

て報告しています。ゴムの錶型を使って錡造し、 

清浄、塗装後、宝石をセットする作業をしてい 

ましたが、タルクを鋪型と錶造品の分離材とし 

て使用していました。剖検では、肺に含まれて 

いたアモサイト量が300万繊維(5ミクロン以上) 

/乾燥肺試料1グラム(透過型電顕法)と正常人 

の6倍検出されています。

ドイツの医学アカデミー労働医学研究所のフ 

レチシグ氏は、最近io年間にドイツのドレスデ 

ン地方で見られた腹膜中皮腫患者9人について 

報告しています。この中に職業的にアスベスト 

含有タルクの暴露を受けていた者2人が含まれ 

ています。一人は製薬工場で働き(1949〜71年)、 

アスベストを含むペーパーフィルターとタルク 

に暴露されていましたが、1984年に中皮腫と診 

断されています。もう一人は砂糖菓子製造に従 

事し(1927〜28年)、分離材として使用していた 

アスベスト含有タルクに暴露され、1967年に惡 

性中皮腫で死亡しています。

ニューヨーク州立大学の産業衛生学科のクラ 

インフェルト氏らは、ニューヨーク州のタルク 

鉱山の採掘.粉砕労働者の死亡割合に関する疫
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大塚氏の胸膜中皮! の診断に至るまで

市立堺病院.内科医師 —

大塚氏が原因不明の胸水で入院されたのは 

1990年1月5日である。このとき、胸膜,中皮腫を 
一度は疑いながら、職業歴からアスベ'ストや夕 

ルクの使用を確認することができず、診断をつ 

けることができなかった。そのため確记診断が 

できたのは第2回目の入院の91年7月になってか 

らであった。1年半の診断の遅れに反省をこめ 

て経過を振り返り、今後の教訓としたい。

〇 〇 〇

大塚氏は内科初診の5年前、当院外科で胆石 

の手術を受けている。退院後、外科外来に定期 

的な通院を続けていた。89年12月末ごろより、 

急に階段を登るときなどに息苦しさを覚えるよ 

うになった。90叫门5口、外科受満にそのこ 

とを訴え、胸部レントゲン撮影を受けると、右 

胸腔に中等度の胸水が認められた。そのため、 

内科紹介され、胸水の原因の精密検査のため即 

日入院となった。

学調査を行っています。このタルクには蛇紋石、 

トレモライト、カーボネート、遊離珪酸が含ま 

れていますが、調査結果によると肺および胸膜 

の癌による死亡割合が、米国白人男性の死亡割 

合に基づいて算出された期待値に比較して有意 

に上昇していました。

国内では労働省産業医学総合研究所の神山氏 

の症例報告があります。それによると、秩父産 

のタルクにはアクチノライト(角閃石系のアス 

ベスト)が含まれており、このタルクの粉砕作 

業に従事していた労働者に石綿肺が見られ、生 

検肺組織および肺胞洗浄液からアクチノライト 

が検出されています。

神山氏は、大阪府下のタイヤ製造工場に雇用 

されていた労働者の肺がん例も報告しています。 

この労働者はタイヤ製造工程•においてタルクを 

打ち粉として使用していました。このタルクに 

はアクチノライトが含まれており、肺の剖検資 

料からもかなりのSiのアクチノライトが検出さ 

れています。

タルク取り扱い労働者に注目を

大阪のゴムエ場労働者に発症した石綿肺、悪 

性中皮腫の労災認定に取り組む中で、国内でも 

アスベストによる健康障害を発症したタルク関 

連の労働者がすでに2例あること、また諸外国 

においても報告のあることがわかりました。 

産業现埏ではタルクは非常に細かい粉末で扱 

われることが多いので飛散しやすく、このため 

工場内のタルク粉じんの濃度は高いと思われま 

す。この粉じんの中にアスベストが含まれてい 

るとすると、タルクを扱う労働者にアスベスト 

による健康障害が引き起こされても不思議では 

ないのです。表1に示すように、タルクは多く 

の産業で使用されています。造船や保温エなど 

アスベストそのものを扱ってきた労働者と比較 

すると、タルク労働者のアスベスト站踞毡は少 

ないと考えられますが、これまでアスベスト産 

業としてあまり考慮されてこなかった産業でも 

アスベスト暴露があることは注目する必要があ 

ります。特にアスベスト健診などで過去の職歴 

の跏企の際にはこれらの鹿菜も念！泊におくこと、 

また今後、タルク労働者を対象とした疫学調査 

の実施なども望まれます。
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胸腔にカテーテルを挿入し吸引排液すると、 

胸水6001dが排液された。できる限り排液した 

のち胸部断層写真を撮り、肺炎•肺結核•肺が 

んの特徴的な陰影があるかどうかを判定した。 

しかし、肺内に異常陰影は認められない。胸水 

を細閣培费、細胞診その他の検査に出すが、特 

異的な所見は見当たらない。このように通常検 

査で原因不明の胸水は主治医泣かせである。

次の段階で診断のためにとられる方法として 

は、生検針による胸膜生検か、抗結核剤の試験 

的投与(診断的治療と呼ばれ、投与して胸水が 

消失すれば結核性と考えられる)がある。この 

ケースでは後者を選択し、1月13 □から投与を 

開始した。

しかし、抗結核剤の投与にもかかわらず、胸 

水は2週問にわたって增え続けた。また、喀痰 

細胞診で一度だけだが、癌の疑いのある細胞が 

見つかった。追いかけるように唄声が出現した。 

また、胸部CT、胸部断層写真で横隔膜に石灰 

化をともなう細長い胸膜肥厚を数条認めた。こ 

れはアスベストーシス(石綿肺)の胸膜プラーク 

に酷似している。もしもアスベスト镑翊歴が証 

明されれば胸膜屮皮腫の可能性も考えられる。 

1月27日、中皮腫の時に上昇するといわれてい 

る胸水のヒアルロン酸測定をしている。思えば 

この時期、正しい診断の一歩手前にいたのだが。 

しかし、胸水のヒアルロン酸は正常値であっ 

た。問診しても患者の職業は「ゴムエ場勤務J 

であり、作業工程をくわしく調べてもアスベス 

卜を扱った形跡がない。主治医にとっては悪性 

肿潟の疑いがありながら決め手に欠ける苦しい 

時期であった。家族への病状説明で開胸胸膜生 

検をする必要があるかもしれないと告げる。家 

族は生検には積極的ではなかったが、主治医が 

強く勧めれば了承されただろう。そのまま生検 

を強行してみればこの時診断がついたはずだ。 

ところが、皮肉にもこの時則に相次いだ次の2 

点が診断を中皮腫からそらす修飾因子だった。

第1に、このころから、胸水は減少をはじめ、 

消失した。抗結核剤で消失したからには結核性 

の可能性が高い。それなら、胸膜石灰化もプラ 

ークではなく、古い結核性胸膜炎の瘢痕なのか 

もしれない。

第2に、それに追い打ちをかけるように、2月 

28日、嘎声で受診中の耳鼻科で喉頭がんが見つ 

かった。唄声と喀痰細胞診の結果はこれで説明 

がつく。病巣は小さいので治療としては放射線 

療法(リニアック)で根治可能である。

結局この時の入院では生検せず、「結核性胸 

膜炎+喉頭がん」を最終診断としてしまったの 

である。生検を行って中皮肫と診断したのは、 

1年半後、病状が惡化してからのことであった。 

悪性胸水も無治療で消失することもある。一つ 

の癌が見つかっても、もうひとつ重複癌という 

こともある。初回入院で生検しなかったことが 

悔やまれる。臨床家として、もって銘すべし、 

であろう。

診断が確定してからあわてて安全センターに 

相談し、アスベスト暴露歴を洗い直すことにな 

った。原因は思わぬところに潜んでいた。ゴム 

エ塌では製品がくっつかないように、タルクを 

「打ち粉』としてゴム表面にまぶす。この「打 

ち粉jを容疑アリとして疑ったのは安全センタ 

一である。「打ち粉」の成分をタルクと特定し、 

文献をあさって含まれるアスベストによる危険 

性を証明したのは別稿を書かれている熊谷さん 

である。私は一臨床医としては職業歴には注意 

をはらっている’つもりであったが、作業工程に 

当事者さえ知らない落し穴が潜んでいることを 

考慮していなかった。もし自分で「打ち粉」ま 

で閒き出すことができていても、アスベストし 

か念頭になかったのでタルクのことまでは思い 

つかなかったかもしれない。安全センターとア 

スベスト対策大阪ネットワークの賜物である。 

大塚氏は忍耐づよく闘病生活を送られ、今年 

2月1日永眠された。御冥福を祈ります。 ■
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■本•の•紹•介-

学際的な研究会の提言ふたつ

労災補償制度問題研究会編「労災があぶない一わたしたちの提言」 

労働時間問題研究会編「労働時間短縮への提言」

今年は労働安全衛生法施行20 

周年に当たるが、20年目にして 

今通常国会では同法に「快適職 

場の実現促進」が盛り込まれた。 

来年4月からの週40時問労働 

時間制実現に向けた労働基準法 

の見直し作業も進められている 

し(合わせて、労働契約法制面 

での全面的見直しも行おうとい 

う動きがあることも伝えられて 

いる)、認定越準の見直しも含 

めた労災補償制度の見直し作業 

も進行中だ。その他、育児休業 

法の制定や介護休業法の検討等 

々、まさに、労働関係法令の改 

正-新設のラッシュといった観 

がある。

縁があって、労働時間法制と 

労災補償制度の改革についての 

民間からの提言作成一しかも、 

法律の各分野の研究者や医師、 

弁護士等による学際的な研究会 

の事務局を担当してきた.。本当 

に手弁当で参加された方々の共 

同研究のお手伝いをわずかなが 

らでもできたことは、得難い経 

験となっている。

その一つが今号の巻頭で紹介 

した労災铺似制度問题研究会 

(代表•佐藤進日本女子大学教 

授一この春から立正大学の教授 

をなさっている一)の提言(東研 

出版から「労災があぶない一わ

たしたちの提言」1900円一が出 

版されている)。

もう一っは、ヴ)働時問問題研 

究会(代表•野沢浩神奈川大学 

教授一この春退官なさった一、 

中島通子弁護士、斉藤良夫中央 

大学教授、小務ww•以木郁朗 

日本女子大学教授)。

この研究会は、170名の研究 

者らが参加し、1986年2月から4 

回の公開研究会と3回のシンポ 

ジウム等を行い、86年10月に 

「労働時間を本格的に短縮する 

ために一労働時間問題研究会の 

提言一」をまとめている(同提 

言と世話人の論文を収録した 

「労働時問短縮への提言」第一 

書林、1300円が一87年1月に出 

版されている)。

ふたつの研究会のメンバー 

だった方々がその後も研究を深 

めた成果を発ぶされているのに 

接したり、「またあのような研 

究会をやってみたいですね」な 

どと言われるたびに忸怩たる思 

いにかられる。せっかくわが国 

ではきわめてめずらしい学際的 

な研究成果がまとめられている 

のに、われわれは(自分は)それ 

を生かしてきたのか、発展させ 

てきたのかと焦るばかりだ。

提言が有効であるかどうか現 

場から検証し、問題を提起し、 

また、実現をめざす一言うは易 

く、実行は簡単ではないかも知 

れない。それができてこなかっ 

たために、残念なことながら、 

ふたっの提言はともに現在でも 

議論の出発点として有効であり、 

UI瓜なものだと旭う。U*頒に述 

べたような状況の中で、大いに 

議論をまきおこすべき時期であ 

る。 ■

(古谷杉郎)
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労基署が被災者に無断で請求書類改ざん
東京•審査請求決定まで知らされず

東京東部労災職業病センター

撬戸労働基準監督署労災課が、 

被災者に無断で休業補償の請求 

用紙の医師証明欄を訂正して不 

支給決定を出していたことがわ 

かった。

ことの発端は、6年前にさか 

のぼる。化学物質の暴露によっ 

て慢性肝炎になったにさんは、 

電戸労基署に労災屮請したが、 

業務外の決定を受けた。その後、 

審査請求に6年問の期問を要し 

ながら、最終的に原処分庁の決 

定取消一業務上認定をかちとっ 

た〇

Kさんは、改めて休業補似の 

請求を行ったが、結果的に診療 

実日数分のみの一部支給しか認 

められなかった(休業した全期 

問のうち通院日だけ)。

休業袖似請求用紙(様式第8号) 

の書類では、当時かかっていた 

関東労災病院の主治医が休業し 

た期間全部について休業の必要 

性を証明していたにもかかわら 

ず、龜戸労驻署は、その医師か 

ら意見書をとったところ「退院 

直後から就労可能」との意見で 

あり、退院後は通院日のみしか 

認められないという现山だった。

Kさんは、やむなくまたして 

も審査請求せざるを得なかった。

そして、本年3月に審査官の 

決定があり、退院後2週問のみ 

全休を認めるが、それ以降はや 

はり診療実日数分のみとする決 

定を受けた。ところが、審査官 

の決定通知書の中には「そもそ 

も休業補償の給付請求用紙の医 

師証明欄においても、診療実日 

数分のみの休業しか主治医は認 

めていない」と記載されていた。 

Kさんは、当時自分が铯戸労 

基署に提出した請求用紙の写し 

を持っており、そこには確かに 

主治医は全部休業と証明してい 

たので審査官に抗議したところ、 

審査官は気色ばんで龜戸労基署 

からあがってきたdf知では、診 

療実日数分に訂正されていると 

強調。その場で確認したところ、 

確かに「全部休業」の記載が訂 

正され「診療実日数」となって 

おり、主治医の印が押されてい 

た。

趣戸労基署との二度にわたる 

交涉で、当時の担当官が主治医 

と面談し、請求人であるKさん 

に内緒でその岡所を訂正させて 

いたことを確認したが、次長は 

「手続的には問題はないJと強 

弁している。こうした書類の改 

ざんを絶対に認めるわけにはい 

かない。

•化学物質で慢性肝炎に

Kさんは、東京都江東区にあ

る理化学試験所で、化学物質の 

クロロホルムやピリジンを使つ 

て、鉄鋼、鉱石の化学分析、材 

料試験、水質、土壤分析、大気、 

騒音測定の業務に従ボしていた。 

1980年9月に会社の健診で肝機 

能の異常を指摘され、1982年4 

月の健診で肝障宙として療養が 

必要と診断された。同年7月5日 

に関東労災病院を受診し慢性肝 

炎と診断されたため、療沒をは 

じめ、8月2日から10月8日まで 

人院。この問の療養の赀用を抱 

戸労基署に労災申請したところ、 

1984糊に不女給(業務外)決 

定をされたため、審査請求を行 

つた。

•6年ぶりに業務上の決定

審査誚求では、災京労災病院 

のS医師の鑑定意見が決め手と 

なり、化学物質の暴露によって 

肝機能が增惡したことが認めら 

れ、1988年8月に原処分庁の決 

定取消の決定を受けるに至った。 

発症から実に6年、審査請求を 

してから約4年の期間を費やし 

てやっと業務上疾病として認め 

られたわけだ。その問就労困難 

なKさんは会社から解雇され、 

極めて厳しい生活を送らざるを 

得なかった。

安全センター情報’92年6月号35



參休業補償がでてない！

やっと業務上と認められたも 

のの、亀戸労基署の不親切な対 

応のため、入院当時の休業補償 

請求が出されていないことがわ 

かり、一時は愕然としたが、健 

康保険の傷病手当金を受けてい 

たことを理由として時効の屮断 

を認めさせ、初診の1982年7月 

から1988年2月29日までを初回 

分とする休業補償給付の請求を 

1988年8月に行った。その際、 

様式第8号の書類には、関東労 

災病院の主治医Z医師が、診療 

実□数105日で療養のため労働 

することができなかったと認め 

られる期間を「全日」とする証 

明が書かれてあった。

參休業補償は診療実日数のみ 

电戸労基署は、改めて休業補 

の請求に対して、主治医のz 

医師からの医証をとり、1988年 

12月に診療実日数156日問分の 

みの支給を認めた一部不支給の 

決定を行った。つまり、入院期 

問中は全休だが退院して以降は 

通院日のみ休業を諸めるという 

内容であった。その理由は、主 

治医の意見が退院直後から就労 

可能となっているためというも 

のだった。それにしても、常識 

的にいって退院直後から働ける 

体であるとするのは納得できな 

いところだ。事実、Kさんの肝 

機能の数値は依然高い値を示し 

ていた。納得できないKさんは 

またしても亀戸労基署の不当な 

決定に審査請求せざるを得なか 

った〇
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そもそも、主治医のZ医師は 

最初の業務外決定を受けた時の 

医証においても、明確に業務起 

因性を否定するという意見を述 

ベており、再度同医師に休業が 

必要かどうかの意見を問えば自 

ずから回答は見えていたはず。 

関束労災痫院のZ医師に不信感 

を抱いたKさんは、転医を決意 

した。

•労基署が医師証明欄を勝手に 

訂正

二度目の審査請求の決定が本 

年3月に出た。決定内容は、退 

院直後から2週問は全部休業を 

認めるが、それ以降はやはり通 

院日のみ妥当とするものだったc 

ところが、問題は決定書の内 

容において、「同医師(Z医師) 

が証明した休業補償給付支給請 

求書(乙第4号証)の療養のため 

労働ができなかったと認められ 

る期問欄において、『昭和57年 

7月5日から昭和63年2月2913』 

までの全期問のうち診療実日数 

105日としているjと記載され 

ていた。

そんなわけはない。屯戸労基 

署に提出して受现された請求書 

には確かにZ医師は「全休」と 

証明しており、手元に写しも残 

っている。審査官に事実の相違 

を指摘したところ、血相を変え 

て「そんなことはない」と気色 

ばみ、亀戸労基署から送られた 

書類の写しを見せた。そこには 

確かに「全休」の箇所が二重線 

で消され診療実日数と付け加え 

られており、Z医師の訂正印が 

押されていた。

明らかに、亀戸労基署の担当 

官がKさんに一言の断わりもな 

く、主治医に証明欄を訂正させ 

ていたことが発覚したのである。 

その事実を、密査官の決定では 

じめて知ることができた。労基 

署の独断で請求人の書類が改ざ 

んされていたのだ。

I

•許されない改ざん

そもそも休業補償給付請求書 

(様式第8号)は請求人の責任に 

おいて内容を確認し、申請する 

もの。それを、勝手に労基署侧 

の内部処理のために主治医の所 

まで行って訂正を迫るとは、重 

大な職務の逸脱行為であり、労 

災補償行政の根幹にかかわる問 

題である。こんなことが許され 

れば、謂求人が提出し受理され 

た請求書が、労基署の都合で勝 

手に書き換えられるといった事 

態が起こるとも限らない。事実 

Kさんは、自分の提出した書類 

が勝手に訂正されていることを 

審査官の決定まで知らされずに 

いた。自らが請求人であるにも 

かかわらずである。

こうしたことを絶対に許すこ 

とはできない。しかし、二度に 

わたる亀戸労基署交渉では、次 

長自ら「手続に問題はなかった」 

というばかりで、説明を求める 

と黙りを決め込むという全くひ 

どい対応。

当センターとしても、亀戸労 

基署の辨類改ざん事件は徹底的 

に追及する決意です。 ■

(東京東部労災職業病センター)

シルバー労災に不支給決定
大阪•「契約上は労働者でない」

シルバー人材センター会員M 

さんの転落死亡事故に係る(92 

年1月号参照)遺族補償請求にっ 

いて、淀川労働基準監督署は、

3月19日付けで不支給の決定を 

下した。

豊中市シルバー人材センター 

の会員であったMさんは、市立 

体育館の警備員として働いてい 

た昨年1月、警備中に誤って高 

所から転落、死亡した。通常な 

らば問題なく労災と認められる 

ところだが、シルバー人材セン 

ターの会員としての就業であっ 

たことから、労働者性が問題と 

なった。

シルバー人材センターはあく 

まで委任、誚負による臨時的、 

短期的な仕事を受注し、高年齢 

者に配分するという趣旨で運営 

しており、Mさんの堪合でも発 

注元の㈱大阪ビル管理の仕事が 

配分されたというわけだ。しか 

し、実態は、1回24時間勤務を 

月に9回こなし、1回あたり1万 

円の報酬という正規の従業員と 

全く変わりない条件となってい 

た。また、仕事上の指示は会社 

から受けており、事実上は労基 

法上の労働存であると言わざる 

を得ない。

しかし、今回の決定で淀川労 

基署は、シルバー人材センター 

が高年齢者屈用安定法により認 

可されている正規の機関であり、 

労働省通達上も「原則としてシ 

ルバー人材センター会員は労働 

者とみなされない」とされてい

ることから、労働者に該当しな 

いと判断した。そもそも使川者

した。

常磐炭田でのじん肺検診が北 

茨城支部により広がる中、高荻 

からの受診者も増え、要療養の 

じん肺您者が掘り起こされてき 

た。これまで北茨城支部に所城 

しながら、地元高萩でのじん肺 

患者掘り起こしを検診実行委員 

会を作り砧極的に進め、二度の 

の管理責任が問われるよぅな仕

事をやらせていた、

材センターやその監督官 

任が問われることもなく、父約 

だけを重視し、実態/,:

判断は全く不当としか,;いよぅ 

のないものだ。

決定を受けた逍族は、4月3ロ 

には大阪労災保険審査官に冰)*r 

請求を行っている。 ■

(関西労働者安全センター)

集団検診を実施してきた。

この検診によって高萩出身の 

じん肺患者が組織されてきた。 

人数も増えてきて、北茨城支部 

と協議し、高萩支部を結成し活 

動していくこととなった。

じん肺検診活则の推進者であ 

った北茨城支部支部長の阿部家 

治さんがなくなった直後でもあ 

り、結成総会では阿部さんの遺 

志を引き継ぎ、じん肺被災者の

常磐炭田高萩支部結成
茨城•次は十王町でもじん肺健診

3月8日、全 

国じん肺患者 

同盟鈕支部 

の結成総会が 

行われ、じん

肺集団検診を 

になってきた 

東京來部労災 

職業病センタ

一、医師、弁

護士、そして

北茨城支部をはじめ、地元高荻 

市議会から議員、議長らが参加 
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救済とじん肺根絶に向けて活動

していく決意が述べられた。

隣町である十王町でも、じん 

肺集団検診の気運が起こる中、

出稼労働者の数は1972年をピ 

ークに減少しているとはいえ、 

高齢化、過重労働、宿舎の劣悪 

さなどから健成破壞が懸念され 

ている。

神奈川労災職業病センターで 

は、港町診療所に協力して出稼 

労働者の健康診断•健康相談活 

動を行っている。秋田県の市町 

村から委託を受けて行われてい 

るもので、今年で5年目になる。 

協力医療機関は、神奈川県勤労 

者医療生協の各診療所(港町、 

十条通り医院、横須賀中央診療 

所)と東京の亀戸ひまわり診療 

所を中心に組織的な連携がとら 

れている。

5月には高萩支部としてその検 

診に協力していくことが予定さ 

れている。 ■

(東京東部労災職業病センター)

第28回全国出稼者大会(東京) 
昨年夏に秋田の役場を回って、 

新規委託や建設業宿舎アンケー 

卜への協力要請などを行い、8 

月19 □より3日問全国出稼組合 

の調査活動に同行、青森県下北 

(佐并村)、津軽(五所川原市)の 

集会に参加した。

7月より、横井照彦医師が和 

歌山県の紀和痫院から郷诅に戻 

り、公立横手病院で勤務してお 

り、今後、送り出し元とのより 

緊密な連携が期待されている。

91年度の出稼者健診は、13以 

業所と東京で行われた雄物川、 

十文字町の集会で実施、過去最 

高の262名(うち女性15名、昨年 

は259名)となった。事業所の内 

訳は、建設業12(うち保線2)、 

製造業1。神奈川8、東京5とな 

っている。

今年度の特徴は、①委託市町 

が1っ増え(神岡町)2市3町とな 

った、②協力医師が新たに5名 

増え10名となった、③はじめて 

東京三多摩で実施した、④はじ 

めて学生の協力を得るなどし、 

参加スタッフは総勢37名となっ 

た、などがあげられる.。

2月9日、第28回全国出稼大会 

が東京で開催され、名取•横須 

賀中央診療所所長があいさつを 

した。翌日、労働、建設、農水 

の各省交涉が行われたが、労働 

省ではこれまでの交渉の成果と 

して91年11月に「出稼労働者対 

策要綱」が出されており、今後 

「要綱」の周知徹底が求められ 

ている。

「県民のいのちとくらしを守 

る共同行動委員会」を通した神 

奈川県に対する要求では、継続 

となっている勉強会が11月27日 

(講師：天明港町診療所所長)、 

2月3日(講師:細谷全国出稼組 

合長)行われ、とりあえずリー 

フレットの作成が実現した。

秋田県出稼互助会がまとめた 

91年度出稼中の死亡者数が38名 

で、昨年より倍増している。こ 

の内20名が脳•心臓疾患による 

もの。こうした出稼者がおかれ 

ている実態、わたしたちが取り 

組んだ健診結以については秋の 

農村医学会(秋田市)で発表する 

ことになっている。 ■

(神奈川労災職業病センター

小里？ 隆)

91年度出稼健診で262名受診
首都圏•ひろがった出稼医療ネットワーク
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全国労働安全衛生センター連絡会議
108東京都港区三田3-1-3 M.Kビル3階

TEL (03)5232-0182/FAX (03)5232-0183

北海道•社団法人北海道労働災害•職業病研究対策センター

004 札幌市豊平区北野1条1 T@6-30 医療生協内 TEL(Oll)883-0330/FAX(011)883-7261 
朿京•東京東部労災職業病センター

136 江躯亀戸1-33-7 TEL(03)3683-9765/FAX(03)3683-9766
屯 京•三多摩労災職業病センター

185国分寺市南町2-6-7丸山会館2-5 
神奈川參社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜市鶴見区豊岡町20-9サンコーポ豊岡505 
新潟參財団法人新潟県安全衛生センター

951新潟市古町通4番町643古町ツインタワーハイツ2F 
脉岡參清水地区労働安全センター

424消水市小芝町2— 8淸水地区労気付 

京郞•労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3

TEL(0423) 24-1024/ FAX(0423) 24-1024 

TEL(045) 573-4289/FAX(045) 575-1948

TEL(025) 228-2127/ FAX(025) 222-3738 

TEL(0543) 66-6888/ FAX(0543) 66-6889

TEI.(075) 691-9981/FAX(075) 672-6467
大阪參関西労働者安全センター

550大阪市西区新町2-19-20囲良堀ビル4階 

R卟參尼崎労働者安全衛生センター

660尼崎市良洲本通1-16-7阪神医療生協気付
R hK春関西労災職業病研究会

660尼崎市長洲木通1-16-7医療生協長洲支部

TEL(06) 538-0148/ FAX(06) 541-2712

TEL(06) 488-3855/FAX(06) 488-8247

TEL(06) 488-3855/FAX(06) 488-8247
広•広島県労働安全衛生センター

732広島市南区稲荷町5-4前田ビル

愛媛眷愛媛労働災害職業病対策会議

792新居浜市新田町1_9_9
品知參財団法人高知県労働安全衛生センター

780髙知市廁野イワ井田1275-1 
熊本•熊本県労働安全衛生センター

862熊本市九品寺1-17-9労働会館内 

大分攀社団法人大分県勤労者安全衛生センター

870大分市寿町1一3労働福祉会館内 

‘Iペ崎參旧松尾鉱山被害者の会

883 II向市財光寺283—211長江団地1-14

TEU082) 264 _4110/FAX(082) 264-4110 

TEL(0897) 34-0209/FAX(0897) 37-1467

TEI.(0888)45-3953/ FAX(0888)45_3928

TEL(096) 364-6128/EAX(096) 364-7243

TEI.(0975)37 7991/FAX(0975)38-1669 

TEL(0982)53-940〇/ FAX(0982) 53-3404
治休拳自治体労働安全衛生研究会

102千代田区六番町1 自治労会館 3 階 TEL(03) 3239-947〇/ FAX(03) 5210-7423
(オブザーバー)

福岛參福島県労働安全衛生センター

960福島市船場町1一5
山ロ•山口県安全センター

754吉敷郡小郡町明治東小郡労働会館内

TEL(0245) 23-3586/FAX(0245) 23-3587

TEL(08397)2-3373


